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予算決算委員会会議録 

 

１．開催年月日 

   平成３１年 ３月１３日   開会  ９時３０分  閉会 １５時４７分 

２．開催場所 

   全員協議会室 

３．出席委員名 

   宮 地 俊 則   三 輪 順 治   妹 尾 文 彦   多 賀 信 祥 

柳 原 英 子   山 下 憲 雄   細 羽 敏 彦   西 村 慎次郎 

荒 木 謙 二   柳 井 一 徳   惣 台 己 吉   三 宅 文 雄 

坊 野 公 治   藤 原 浩 司   上 野 安 是   簀 戸 利 昭 

大 滝 文 則   佐 藤   豊   森 本 典 夫 

４．欠席委員名 

   な   し 

５．その他の会議出席者 

  （１）議 長     西 田 久 志 

（２）説明員      

    副  市  長  猪 原 愼太郎   総 務 部 長  渡 邊 聡 司 

    市民生活部長  北 村 宗 則   健康福祉部長  山 田 正 人 

    建 設 部 長  橋 本 良 啓   水 道 部 長  妹 尾 福 登 

    病院事務部長  野 﨑 正 広   総 務 部 次 長  佐 藤 和 也 

    市民生活部次長  井 口 勝 志   健康福祉部次長  唐 木 英 規 

    建 設 部 次 長  谷 本 悦 久   芳 井 支 所 長  岡 田 光 雄 

    美 星 支 所 長  川 上 邦 和     健康福祉部参与  藤 井 清 志 

    健康福祉部参与  宮   良 人   会 計 管 理 者  山 下 浩 道 

    病院事務部次長  田 平 雅 裕   監査委員事務局長  山 本 高 史 

    秘書広報課長  藤 原 雅 彦   企 画 課 長  西 村 直 樹 

   財 政 課 長  和 田 広 志   税 務 課 長  竹 井 博 範 

   協働推進課長  沖 津 幸 弘   環 境 課 長  谷   みち子 

   健康医療課長  三 宅 早 苗   甲南保育園長  阪 谷 佳 美 

   芳井保育園長  三 宅 弘 美   偕 楽 園 長  吉 本 泰 人 

   いばらぐらし推進課長  川 上 益 史   企業立地課長  田 中 大 三 



- 2 - 

   農 林 課 長  岡 本 健 治   都市建設課長  西 田 直 樹 

   健康福祉部参事  原 田 恒 司   総務課長補佐  片 井 啓 介 

   福祉課長補佐  片 山 恭 一   魅力発信課長補佐  金 政 吉 伸 

   秘書広報課広報係長  西 本 晴 雄   市民課戸籍住民係長  岩 本 陽 子 

   魅力発信課観光係長  藤 岡 健 二   都市建設課都市管理係長  武 智 義 仁 

    教 育 長  片 山 正 樹   教 育 次 長  北 村 容 子 

   学校教育課長  今 井   浩   生涯学習課長  三 宅   誠 

   文 化 課 長  谷 本 充 浩   スポーツ課長  一 安 直 人 

   図 書 館 長  三 宅 道 雄   給食センター所長  岡 崎 智嘉司 

   市立高校事務長  毛 利 恵 子   生涯学習課参事  綾 仁 一 哉 

   教育総務課長補佐  津 組 勇一郎 

  （３）事務局職員 

    事 務 局 長  川 田 純 士   事 務 局 次 長  藤 原 靖 和 

６．傍聴者 

  （１）一 般   ０名 

  （２）報 道   ０名 

７．発言の概要 

委員長（宮地俊則君）  皆さんおはようございます。 

 ただいまから予算決算委員会を開会いたします。 

 初めに、副市長のごあいさつをお願いいたします。 

副市長（猪原愼太郎君）  皆さんおはようございます。 

 ３月に入りまして本当に暖かい、また穏やかな日が続いております。桜の開花も例年より

は相当早いといった報道もされております。まさに春本番といった感じがしているところで

ございます。 

 本日は予算決算委員会を開催をいただきまして、皆様の皆様方には大変お忙しい中をお繰

り合わせご出席をいただきましてまことにありがとうございます。 

 この委員会に付託されております案件でございますが、平成３１年度当初予算でございま

して、一般会計、特別会計、企業会計、それから財産区会計の合わせて１５予算会計でござ

います。 

 本日から２日間にわたりますけれども、委員の皆様方には何とぞ慎重にご審議をいただき

まして、また適切なご決定をいただきたいと思っております。 

 本日から２日間どうぞよろしくお願いいたします。 
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〈議長あいさつ〉 

 

委員長（宮地俊則君）  本委員会に付託されました案件は、議案第７号平成３１年度井原

市一般会計予算から、議案第２１号平成３１年度井原市宇戸財産区会計予算までの１５会計

決算でございます。 

 初めに、３月５日の本会議におきまして、議案第１号平成３０年度井原市一般会計補正予

算（第６号）の質疑中、三輪議員からの質疑で答弁が保留となっていたものについての答弁

を求めます。 

企業誘致課長（田中大三君）  ３月５日の本会議におきまして、三輪議員さんからのふる

さと納税に関する質疑の中で、答弁が保留になっていた件についてお答えをさせていただき

ます。 

 平成３０年度のふるさと納税額に対する事務経費の見込み額でございますけれども、納税

見込み額は２，２２２万円で、これに対する事務経費の執行見込み額につきましては７７３

万６，０００円となっております。 

委員長（宮地俊則君）  副委員長、よろしいでしょうか。 

委員（三輪順治君）  ありがとうございました。 

 確認なんですが、２９年度にかかわります事務費等は７２８万円とご説明なさったとおり

ですね。ですから、１年経過しますけれども、実質４０万円程度の経費増で、寄附額は総じ

て七百数十万円上がったけども、事務費はそれだけにとどまったということでよろしいです

か、確認します。 

企業誘致課長（田中大三君）  そのとおりでございます。 

 

〈議案第７号 平成３１年度井原市一般会計予算〉 

〈歳入第５款 市税から第５０款 使用料及び手数料〉 

 

〈なし〉 

 

〈第５５款 国庫支出金から第６０款 県支出金〉 

 

〈なし〉 
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〈第６５款 財産収入から第９０款 市債〉 

 

〈なし〉 

 

〈歳入全般〉 

 

委員（山下憲雄君）  ちょっとお伺いいたします。 

 ページ２３ページでございますが、地方交付税について本年度７１億９，０００万円、非

常に歳入の大きなウエートを占めておるわけですけれども、昨年度が７１億円、９，０００

万円の増ということなんですけれども、本年度はまだ、３０年度は決算が出てないわけです

が、たしか２９年度が、調定額が大分６，０００万円ぐらい減ってたと思うんです、当初予

算から見て。この辺の見込みというんですか、あれば確定というか、その辺は予測いかがで

しょうか、最終調定の見込み。 

財政課長（和田広志君）  普通交付税につきましては、基準財政需要額、その市町が必要

であろうという需用費、必要額、それから基準財政収入額、税等で入ってくる収入の差で交

付されるわけでございますけれど、もう基本的に基準財政需要額、必要経費がふえるであろ

うということでの増でございまして、来年度につきましては９，０００万円増でございます

が、こういった交付税についてはもうふえるであろうということを見込んでおるところでご

ざいます。 

委員（山下憲雄君）  ちょっとここへ２９年度の決算がないんですけども、６，０００万

円ぐらい調定額が減額になってたんで、また歳入を大きく見込んどって、また減額になった

場合の歳入の確保という点では何かに影響が出てくるんじゃないかというふうに思っており

ますので、尋ねております。 

財政課長（和田広志君）  先ほど山下委員さんがお尋ねになられた３０年度の見込みでご

ざいます。予算については先ほどおっしゃった６２億円でございまして、決算見込みが６３

億４，０００万円程度入るであろうという見込みでございます。 

委員（森本典夫君）  １７ページ、１８ページのたばこ税でありますけれども、喫煙者が

どんどん減ってるという状況の中で１，２５０万円前年度に比べまして収入がふえていると

いうことでありますが、その根拠を聞かせていただきたいと思います。 

税務課長（竹井博範君）  たばこ税の増額の根拠でございますが、平成３０年１０月に紙

巻きたばこの旧三級品以外のたばこ税率が引き上げとなっております。それから、三級品に

ついて、平成３１年１０月に三級品の区分でなくて、一般の紙巻きたばこの税率に合わせる
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ように引き上げが予定されております。その関係で、税がふえるということを見込んでおり

ます。 

委員（森本典夫君）  それぞれどのぐらいふえるというふうに予測されておられますか。 

税務課長（竹井博範君）  平成３０年１０月に引き上げが、１，０００本当たり５，２６

２円の税率が４３０円引き上げられ５，６９２円に、それから平成３１年１０月に旧三級品

の紙巻きたばこが、現在の４，０００円から５，６９２円に引き上げが予定されておりま

す。その税率改正による増額を全体で１，６００万円程度見込んでおります。 

委員（森本典夫君）  トータルで１，６００万円で、前年度に比べると１，２００万円

と、そういうふうになってますが、今の説明では１，６００万円ということでありますけど

も、４００万円はやっぱし喫煙者が少なくなったということで、全体的には減るということ

で理解していいんでしょうか。 

税務課長（竹井博範君）  はい、そのとおりでございます。 

委員（山下憲雄君）  歳入ですが、前年に比べて１０％ぐらいですかね、いろいろあって

増額になっておるわけですけれども、そこで自主財源というような形で、自分でふやしてい

く努力をしないといけないわけですが、２５ページの使用料及び手数料についてちょっとお

尋ねをいたします。 

 総務文教委員会でも、昨日いろいろ文教委員会の公共施設等々についての使用料などの話

が出たんですけれども、ここらあたりは我々の工夫と努力で歳入を増減する可能性のあると

ころでございますから研究しないといけないと思うんですけれども、昨年実績に倣ってこう

いうふうにしたということですが、今の各それぞれの手数料及び使用料の確保について、こ

の際入を検討される際にいろいろと議論が出たと、意見も出たと思いますが、増収というん

ですか、この収入の増に当たって何かこの過程で検討されてこうなったのか、もう昨年に倣

ってこうなったのか、そこら辺のこの確定額の根拠を教えていただきたいと思います。 

財政課長（和田広志君）  使用料につきましては、平成２９年度の決算額とか直近の状況

をもとに計上をしております、予算はそうしております。イコール、委員さんのお尋ねの使

用料の見直しは反映していないということでございます。 

 使用料につきましては、３年に一度見直しなどもしておりますけれども、これについては

その施設の利用が、市民の方から使用料をいただくわけでございますけれども、対価が妥当

かどうかというのを見直します。これについては、まず近隣市町の類似施設であったり、場

合によっては民間施設なども考慮するものであると思います。そうしたことを踏まえて見直

しは行っておりますけれども、イコール市の財源の確保のためにといったことでは、財政と

しては考えてはおらないところでございます。 
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委員（山下憲雄君）  使用料を上げるとか云々、改定とかなりますと、大変市民の人たち

の納得性というんですかね、あるいは声というか、その辺を慎重に考えないといけない部分

であると思いますけれども、それぞれの各施設等々においては、維持管理していく上では収

支バランスというのも当然市としてもこのことを考えないと、その施設でそのものは使用す

る以外の人たちの税の根拠、税の付与というのもあるわけですので、当然ながら慎重に検討

していただいて、市の財政を圧迫することにならない範囲では、やっぱりこの維持管理の上

からでも適切な見直しというのをしていただきたい。市のそれぞれの事情もあって、近隣市

町とのバランス、償還というのは当然見ていかないといけないわけですけれども、それぞれ

余り歳入が硬直するようなことにつながらないような、この手数料においても慎重に適正を

決定していただきたいと思います。 

 

〈なし〉 

 

〈歳出第１０款 議会費〉 

 

〈なし〉 

 

〈第１５款 総務費〉 

 

委員（西村慎次郎君）  ８３、８４ページの情報管理費の中の委託料に設計業務等委託料

ということで、これは情報ネットワーク機器更新業務委託ということで、芳井、美星、高屋

の北部地区のケーブルの光ファイバー化です、それに係る設計費だと思うんですが、この全

体的な整備計画っていうのを教えてください。 

企画課長（西村直樹君）  芳井、美星、高屋の北部地域への情報通信基盤設備の再構築に

係るものでございますが、現設備が平成１８年度から平成２１年度の４年間で構築しており

ます。構築に活用した補助金の制約等もございますので、その補助金の制約がなくなる平成

３２年度から年次的に４年間をかけ、再構築を現時点では考えております。 

委員（西村慎次郎君）  ４年間をかけて整備ということですが、どこの地区から順番にと

かという、そういう具体的な計画はお持ちでしょうか。 

企画課長（西村直樹君）  どこの地区からというお尋ねでございますが、現設備を整備し

た際に活用した、先ほど申し上げました補助金の制約、そういった関係もございますので、

現在の設備を整備した地域を年次的に整備していくことを現時点では考えております。 
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委員（西村慎次郎君）  というと、前回の平成１８年度から２１年度に整備した地区の順

番で同じように、今のところは平成３２年度から整備していこうという考えでよろしいです

か。 

企画課長（西村直樹君）  はい、そのとおりでございます。 

委員（多賀信祥君）  ９７、９８ページの徴税費の委託料ですが、電算業務委託料、これ

が平成３０年度予算で２００万円、３１年度の予算では７５０万円、この増額の理由につい

て伺います。 

税務課長（竹井博範君）  徴税費の委託料、電算業務委託料の５５０万円の増額について

ですが、平成３１年１０月から地方税共通納税システムが開始されます。そのために、それ

に係る税総合システムへの取り込みの改修を委託するものでございます。 

委員（多賀信祥君）  このシステム改修によって、今まででしたら郵便局の振り込み用紙

が別途送付されたように伺ってるんですけど、これで一緒にほかの金融機関と一緒のような

手続でいける類いのシステム改修なんでしょうか。 

税務課長（竹井博範君）  平成３１年１０月から開始される地方税共通納税システムにつ

いては、現在全国規模で行われております地方税ポータルシステムｅＬＴＡＸを利用して、

全国の地方団体に対して一度の捜査で電子的に納税できるシステムでありまして、これに当

たって、市のほうで納税可能となる税目は、個人市県民税特別徴収分及び個人市民税に係る

退職所得に係るもの、それから法人市民税でありまして、今のところ事業所が対象となる電

子納税システムでございます。 

委員（森本典夫君）  ７９、８０ページの市の広報の問題ですが、毎回すばらしい広報が

発行されております。その中に議会だよりもはぜ込んでおりますが、今回は市の広報につい

てお尋ねしますが、基本的には全戸に配布ということで配布されておられますが、大体市民

の方々がこの広報をどのぐらい読んでおられるのか、アンケートとったとか、調査したとか

というようなことが今までにありますか。 

秘書広報課広報係長（西本晴雄君）  アンケート等をとったことはこれまでございませ

ん。 

 発行部数は１万５，７００部発行しておりますが、基本的に自治会に加入されている方に

配布しておりますほか、公共施設に設置しております。 

 どれくらいの割合でごらんになっておられるかは、詳しいところまでは把握できておりま

せん。 

委員（森本典夫君）  すばらしい広報ができてるんですが、多くの方に読んでいただかな

ければ意味がないというふうなことを思いますが、そういう意味ではどのくらいの方が読ん
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でおられるか掌握する必要があるんではないかと思いますが、その点どうでしょうか。 

秘書広報課広報係長（西本晴雄君）  来年度、そのアンケートとかということは今のとこ

ろ予定しておりませんが、今後検討していきたいと思います。 

委員（森本典夫君）  読んでる、読んでないというような形でで結構なんですが、読んで

ない人はなぜ読んでないかというあたりをつかむことによって、より広報が充実したものに

なるというふうに思うんですが、そういう意味ではより広報が立派なものになるようなこと

も考えてアンケートをするなり、やっていただきたいと思うんですが、その点もう一度確認

したいと思います。 

秘書広報課広報係長（西本晴雄君）  済いません、先ほどと同じなんですが、ちょっと今

後の検討とさせていただきたいと思います。 

委員（森本典夫君）  それじゃあ、前向きに検討していただきたいと思います。 

委員（山下憲雄君）  ９２ページの防災費の中の区分１９、防災士資格取得補助金につい

てお尋ねを申し上げます。 

 この間本会議では１５人を予定しているということで、何ぼですか、９７万５，０００

円、１人当たり６万５，０００円を見込んでおられるわけですが、既に資格者が今現在何人

おられるか教えていただきたいと思います。 

協働推進課長（沖津幸弘君）  ３０年度現在で６８名でございます。 

委員（山下憲雄君）  ということは、８３名全体で、この皆さんが全て受講を今年度され

ますとふえますが、この人たちがどんどんふえていくわけですけれども、実際どのようなこ

とを期待して、どういう成果を上げるか、組織化とかといったようなことが今現在検討され

ておったら教えてください。 

協働推進課長（沖津幸弘君）  現在防災士の方、資格を持たれとる方の協議会をして、

日々の自己研さん、それから情報共有を努めております。なおかつ、もともとその防災士の

資格を取るために地域から推薦してもらっておりますので、地域に根づいた活動をしていた

だけるものと思っております。 

委員（山下憲雄君）  市の公金使って資格を取得していただくわけですので、当然その人

たちにはしかるべき期待値があって、９０人近い人たちがやっぱり市の防災に活躍していた

だかないといけないわけですけれども、とった後のフォローが、市としてのコントロールが

きいてなかったら地元任せということになってて、活躍できてる地区とできてない地区、あ

るいは人とそうでない人みたいなことがなっているんじゃないかと私は推測していますが、

その点いかがですか。 

協働推進課長（沖津幸弘君）  その防災士の協議会、事務局のほうを協働推進課のほうで
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やっておりまして、定期的な開催でその情報を保てるようにしております。 

委員（山下憲雄君）  そういうことですので、１００人近い人たちが今後もこういう形で

ふえていきましても、その人たちが成果を上げていただくような組織活動ができるようにし

ないといけませんし、地域の人たちにも防災士だとみずから言って回るわけにもいかないと

思いますし、そういった点では市からのフォローアップがないと、本人がせっかくその資格

を得ても活躍の場が具体的でないということは非常にロスの話になりますので、その点、今

後活用という点を具体化した上で、また期待値を示した上で主格を取得していただく、その

啓蒙もお願いしたいと思います。 

委員（三宅文雄君）  ８０ページの委託料の中で市勢要覧制作委託料１，０００部作成と

言われましたけれども、配布計画はどういった場所で配られますか。 

秘書広報課広報係長（西本晴雄君）  主にこの市勢要覧は、市外の方に対して井原市がこ

ういうところですよという紹介をするものになります。ですので、視察でこちらに来られた

自治体、また議会の方とか、逆にこちらから訪問する自治体などに配布をしていく予定でご

ざいます。 

委員（三宅文雄君）  ただいまの説明は、市外の方だけを対象ということですが、市内は

どのぐらい配られますか、専ら市外だけですか。 

秘書広報課広報係長（西本晴雄君）  県内の自治体、それから当然議員の皆様、それから

庁内の課長級などにもお配りをいたします。それから、市勢要覧をつくるに当たって市民の

方にもご協力いただくようになるかと思うんですが、そういった方々にもお配りする予定で

す。 

委員（三宅文雄君）  市内の協力いただいた方というのは、どういった方になりますか。 

秘書広報課広報係長（西本晴雄君）  市勢要覧は、単純に市からの文字の情報だけを流す

ものだけは想定しておりませんので、例えば市民の方のインタビューとかということも掲載

することもあろうかと思います。そういった場合には、ご協力をいただいた方にお配りしよ

うかと考えております。 

委員（佐藤 豊君）  ９７、９８の賦課徴収費の中の節の１８の備品購入費の器具費２０

０万円になってんですけど、この器具費という内容はどういうものなんでしょう。 

税務課長（竹井博範君）  賦課徴収費の備品購入費、器具費についてのお尋ねですが、平

成２７年１月に更新しました申告支援システム用のパソコン２０台について、現在のＯＳウ

ィンドウズ７が平成３２年１月にサポートを終了するため、その２０台を更新するものでご

ざいます。 

委員（佐藤 豊君）  昨年の予算では３３８万円となってるんですけど、昨年はどういっ
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たものだったんでしょうか。 

税務課長（竹井博範君）  昨年度は、納税通知書が送られてきますが、それをデータに変

えるＯＣＲ装置の更新と、それからｅＬＴＡＸの審査用のパソコンを２台を更新しておりま

す。 

委員（佐藤 豊君）  こういう項目があるわけですが、毎年そういった形で保管、補充と

いうことは必ず必要になってくるものなんでしょうか。 

税務課長（竹井博範君）  現在たくさんのシステムを使っておりますが、それについての

器具が、ＯＳがサポートを終了するとか、年数を経過して作動について不安が生じたりと

か、ふぐあいが生じたりする場合については更新していかなければならないと考えておりま

す。 

 

〈なし〉 

 

〈第２０款 民生費〉 

 

委員（妹尾文彦君）  １３４ページの教育保育給付費の委託料の市立保育園保育実施委託

料というのが６億９，４６０万円とありますが、これの中の国からの補助金とか、県の補助

金とか、保護者の負担金を除いた市の実際負担している金額というのはどれぐらいになるん

でしょうか、お願いします。 

健康福祉部参与（藤井清志君）  市の負担ということでございますけれども、この経費に

つきましては、それぞれ国の補助金、県の補助金、それから４月から９月まで保育園に預け

ている保護者の方の負担金がございます。これを含めますと４億３，５００万円程度が歳入

に入ってきます。 

 歳出のほうですけれども、６億９，４６０万円が教育保育の給付費となります。その差に

ついて市の負担ということになりますけれども、このうち歳入のほうでは次世代の育成基金

の繰入金でありますとか、それから２４ページにあります地方特例交付金、このあたりを充

てていきますので、その差を行きますと１億５，０００万円程度が市の負担ということにな

るかなというふうに考えております。 

委員（妹尾文彦君）  ありがとうございます。市の負担が１億５，０００万円程度になる

ということで、来年度の予算ではということですが、今次世代育成基金とかを使われる言わ

れましたが、この財源の内訳です、どういうことにどの財源を充てるかという、次世代育成

基金は何に使うかとかというのをちょっと教えていただけますか。 
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健康福祉部参与（藤井清志君）  次世代育成基金につきましては、これまで、昨年度もそ

うだったんですけれども、就学前、第２子以降の保育料の無償化に活用をしておりました。

今年度につきましては、先ほど言いました４月から９月までの第２子以降の無償化に充てさ

せていただいていると。それから、国の保育料の無償化に伴いまして、ゼロ歳児から２歳児

までの市民税の課税世帯です、こちらのほうの保育料の無償化に充てさせていただいており

ます。 

委員（妹尾文彦君）  そのゼロ歳から２歳の課税世帯のこのたび単市で充てることになっ

た部分の金額というのは、どれぐらいになるんでしょうか。 

健康福祉部参与（藤井清志君）  ４，０９１万７，０００円を充てることとしておりま

す。 

 済いません、今申し上げましたのは、済いません、私立の保育園の分でありまして、公立

を含めまして４，６７６万３，０００円ということになっております。 

委員（妹尾文彦君）  ありがとうございます。この次世代育成基金は、これを使うと残り

が幾らぐらいになるんでしょうか。 

健康福祉部参与（藤井清志君）  基金の現在高につきましては、９月３０日現在の現在高

が約７億５，５２０万円ございます。そこから差し引きますと、約７億１，０００万円程度

が残る計算になろうかと思います。 

委員（妹尾文彦君）  ありがとうございました。７億１，０００万円程度残るということ

で、これはことしで半年分の利用をしたのが４，６００万円ぐらいということは、年間でい

くと９，２００万円ぐらい来年度からは減っていって、およそ８年ぐらいでなくなっていく

というような形でよろしいでしょうか。 

健康福祉部参与（藤井清志君）  このペースでいけばという想定でしか答えができません

けれども。 

委員（妹尾文彦君）  済いません、ありがとうございます。 

 では、ちょっと２９年度の決算では７億５，９００万円ほどあったと思うんですけれど

も、このうちで保護者の負担金とか県、国からの補助金を除いての市の負担額というのはど

れぐらいになるんでしょう。 

健康福祉部参与（藤井清志君）  先ほどと３１年度当初予算でご説明申し上げたとおりの

計算の方法でいくと、約１億９，０００万円ぐらいが市の負担ということになります。 

委員（妹尾文彦君）  ありがとうございます。ということは、今年度はそこからいくと

４，０００万円ぐらいは負担が減っているという形ですね。 

 来年度以降以なんですけれども、その市の負担の金額というのはどういうふうになるとい
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うふうに考えられておられますか。来年度、済いません、来年度というか、その次です、３

２年度以降ということで、済いません。 

健康福祉部参与（藤井清志君）  ３２年度以降につきましては、今国でも議論を進められ

ている最中でございます。市としましては、その動きを注視して対応していくということし

かできないかなというふうに考えております。 

委員（佐藤 豊君）  ちょっと説明が早くてちょっと聞き取れなくて、何ページかなとい

うことで再度確認したいんですが、人工内耳の説明がどかっかであったと思うんですが、何

ページで、その取り組み内容はどのような形になるわけでしょうか。 

健康福祉部次長（唐木英規君）  済いません。申しわけございません、１２３、１２４ペ

ージの扶助費の中で、地域生活支援事業費という中でのご説明でございます。こちらのほう

で新年度から人工内耳体外装置に対する給付、助成を行うということで、予算的に見ており

ますのが１件分５０万円を見ております。内容的に行きますと、聴覚障害者の方で人工内耳

装用後、耐用年数を経過している者に対しまして基準額５０万円で、耐用年数経過というこ

とでございますが、基本的な耐用年数は５年ということで、５年を経過する者が人工内耳の

体外装置を取りかえられる場合に助成をするというものでございます。 

委員（簀戸利昭君）  １２２ページの負担金補助及び交付金の中の短期入所サービス拡大

促進事業補助金で、今までは重症心身障害児者レスパイトサービス拡大促進事業という名目

だったと思うんですが、昨年度は市民病院は７０日、こうのしま荘２７日ということであり

ましたが、予算が少し減ってるんですが、今年度はどれぐらいな見通しを立てておられるの

か、お答えを願います。 

健康福祉部次長（唐木英規君）  こちらのほうにつきましては、医療型、福祉型というこ

とで昨年度ご説明させていただいておりますが、本年度につきましては医療型のほう、市民

病院なんですが、８０日分、福祉型のほうを、こちらのほうをこうのしま荘ということで１

０日間ということで見ております。 

 ただ、医療型のほうが市民病院さん、ここで指定施設として受けられて５年間を経過いた

します。最初の５年間につきましては、単価のほうが１万８，０００円ということで積算し

て、昨年度までは１万８，０００円で積算しておりましたが、５年を経過するということで

単価が１万２，０００円になります。その関係で減額になっております。 

委員（西村慎次郎君）  １４１、１４２ページの児童クラブ費の委託料についてお伺いし

ます。 

 過去３年ぐらいでいいんですが、委託料の推移、金額ベースでどういう推移になっている

かというのをまずお知らせください。 
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健康福祉部参与（藤井清志君）  今年度の委託料が１億１，４００万円になっておりま

す。昨年の当初が９，９００万円ということで、済いません、２９年度の決算額は、済いま

せん、今手元に持ち合わせておりませんので、後ほど回答させていただこうと思います。 

委員（西村慎次郎君）  多分２９年度は平成３０年度より少し委託料が少なかったんじゃ

ないかなという想像なんですが、年々増加してるというところかなあというふうに感じてる

んですけども、この増加している要因というのはどのように捉えてますでしょうか。 

健康福祉部参与（藤井清志君）  まず、利用する児童が増加しているというのが一つ。そ

れから開設日数、２５０日以上開設されているところと、それから２５０日以下の開設日数

のところとございましたけれども、３１年度につきましてはもう全てのクラブが２５０日以

上開設をされるというふうに見積もっております。それから障害児の受け入れ人数の増加、

これにつきましても増加している傾向にあるというふうに思っております。 

委員（西村慎次郎君）  ありがとうございます。今後の見通しです、３２年以降、児童数

は減ってきてるんだけど、利用者数は増加傾向にあるということで、反対の方向へ今行って

るところがあるんだけど、３２年度以降もやはりまだ右肩上がりなのか、横ばいなのか、少

なくなるのか、その辺見込みが捉えられていれば教えてください。 

健康福祉部参与（藤井清志君）  ３２年度以降につきましては、まだちょっと見通しが立

てられてないという状況でございます。 

委員（西村慎次郎君）  ありがとうございました。もう一点、今高屋の放課後児童クラブ

で来年度人数がふえるという見込み、実質ふえてるんですけども、ふえた申し込みがあるん

ですけども、もう一施設整備をいましていただいているという状況ですが、今先ほどの説明

では１６施設の委託料ということで予算とられてるんですが、多分高屋の放課後児童クラブ

がもう一つになると１７施設になるんですが、当初予算には組み込まれず、そのあたりどの

ような対応をされていただける予定なのか教えてください。 

健康福祉部参与（藤井清志君）  現状の予算では１６施設分、１６クラブ分の予算編成と

なっております。 

委員（西村慎次郎君）  じゃあ、今予定しているもう一施設の部分の委託料に関してはど

のようにされる予定でしょうか。 

健康福祉部参与（藤井清志君）  １支援の単位でお願いできればというふうに考えており

ます。 

委員（西村慎次郎君）  私が聞いてる範囲内では、２支援単位ということを伺ってるん

で、当初の中に組み込まれなければ、その１７施設目の支援単位として、とりあえずは１６

施設の予算で運営しながら不足分は補正で対応していただけるのかなという理解をしてたん
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ですが、そのあたりは、１支援単位というのは多分私が伺ってる中ではないんですけども、

いかがですか。 

健康福祉部参与（藤井清志君）  もう現状では、済いません、１支援の単位でというふう

に考えておりますので、ご理解をいただきたいというふうに考えております。 

委員（西村慎次郎君）  １支援単位というのはどういう見込みで、どういう数字を把握さ

れてその１支援単位という判断をされてるのか、そのあたりお聞かせください。 

健康福祉部参与（藤井清志君）  今児童の見込み数につきましては、今各クラブからの報

告を受け付けているところですので、高屋さんについてはまだ出されていませんが、見込み

では５８というふうにお伺いしております。これにつきましては、一応４０というのもあり

ますけれども、そこは同じ高屋小学校の敷地内でされるということもありまして、平成３１

年度支援の単位でお願いしたいというふうに考えております。 

委員（西村慎次郎君）  １支援単位というとなるとというか、２施設で運営して１支援単

位だよというふうになると、委託金のほとんどが多分支援員の給与ということになるんで、

１施設の中で支援員の数と２施設に分かれることで支援員を、やはりそれぞれの施設にそれ

ぞれの人数の確保が必要で、２施設で１支援単位でやってしまうと委託金から支援員の給与

って確保できないと思ってるんですが、試算してもそうなってると思うんですけども、そこ

らあたりはどういうふうな、市として考えられてますか。 

健康福祉部長（山田正人君）  今高屋児童クラブのことのご質問いただいてます。確かに

３１年度は登録児童数がふえるということで、今現在の小学校の敷地内にある児童クラブで

は手狭になるということをお伺いしてます。 

 ご承知のとおり児童クラブ、ハード面で施設整備を計画的に進めております。本年度は稲

倉、そして来年度は予算をお願いしてますけど県主、当然近い、一、二年後には高屋を整備

しなければならないというふうに考えております。そうした中で、この３１年度人数がふえ

るということで、今現在の施設とあと小学校の余裕教室を本当にお願いして、小学校にお願

いして生活科室というのがあります、そこを半分使わせてもらおうと思ってます。そして当

面、当面というか３１年度はその２つの箇所で運営をお願いしたい。そして、３２になりま

すか、３３になるかわかりませんけどが、五十数名の登録教室、児童が入れる施設を整備し

ます。ということは、３１年度は仮に小学校の生活科室をお借りするということで、一時的

なもんだというふうに考えてます。そうしたことで、担当課長が申しましたが、この３１年

度については１単位ということで運営をお願いしたいというふうに考えております。 

委員（西村慎次郎君）  委託金の考え方というか、考え方で運営は１つの運営母体でしな

さいよという指導を受けてそういう方向へ進んでるんですけど、今度委託金というのは支援
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単位という考え方で委託金が出てくるという理解をしてます。１運営委員会、２施設、２支

援単位ということで進んでるという理解をしてたんですが、そうならない理由というか、や

はり４０名を超えて１支援単位で見ていくというのは非常に難しい、２施設になると当然支

援員の数もふやさないといけないんで、当然給与に係る費用はかさむというところで、その

委託金の範囲内で支援員を配置しようとすると、非常に少ない人員で運営しないといけない

ということになると思うんですが、やはり２支援単位、２施設になるということは２支援単

位で運営すべきだと考えますが、いかがでしょうか。 

健康福祉部長（山田正人君）  この高屋児童クラブにつきましては、３１年度につきまし

ては１支援単位でお願いするというのは、地元にお返ししていると私は認識してます。 

委員（西村慎次郎君）  しつこいですけど、我々が聞いているのは２支援単位という、１

運営委員会、２支援単位というふうに伺ってるんですが、そのあたりいつ、どういう流れ

で、どういう経緯で、どなたにその１支援単位というのをお返ししてますか。 

健康福祉部参与（藤井清志君）  先日高屋の生活科教室の整備について高屋小学校で協議

をさせていただいたときに、そういったことをお伝えしてるんですけれども、正確に伝わっ

ていなかったんでしょうか、そこはわかりませんが。 

委員（西村慎次郎君）  私が聞いてるのは、来年度は２支援単位、再来年度を１支援単位

でという話はあったけども、それは２施設になる以上は２支援単位でという話をしてるとい

うふうに伺ってるんですが、いかがでしょうか。 

高屋の放課後児童クラブの運営委員会側と多分市との協議をして、いろいろ話はしていた

だいたんでしょうが、やはりこちらが認識している内容とそごが起こってるのかなあという

ところで、認識を合わせる上で、今後至急調整をさせていただきたいというふうに思いま

す。お願いします。 

健康福祉部参与（藤井清志君）  はい、わかりました。 

委員長（宮地俊則君）  西村委員、先ほどの２９年以前の放課後児童クラブの委託料の数

字の、委託料の報告要りますか。 

委員（西村慎次郎君）  もういいです。 

委員（森本典夫君）  １２９、１３０の一番下の福祉基金助成事業費補助金について、前

年度と大幅に変わった基金がございますか。 

健康福祉部次長（唐木英規君）  件数として２，１００件ほどの増加ということで、金額

にして２１０万円程度の増加を見させていただいております。 

委員（森本典夫君）  基金の中の全体で、全く利用されてないというのが何件かあります

か。 
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健康福祉部次長（唐木英規君）  先ほど申し上げましたように、実績に基づき計上させて

いただいております。その中で、直近の実績で利用がなかったものとしましては、技術習得

社会参加促進費助成、住宅設備改良費助成、緊急援護金の給付と、直近の実績でなかったも

のについては、あと車両購入がございます……、済いません、車両購入はございました。直

近の実績になかったのは、今のものでございます。 

委員（森本典夫君）  ということになりますと、３事業が使われてないということになる

と思うんですが、実績に基づいてということでありますが、そういう意味では、新年度また

利用があるというふうな判断をされて予算をとってるというふうな理解でよろしいでしょう

か。 

健康福祉部次長（唐木英規君）  予算計上につきましては、実績を上げたもので予算計上

をさせていただいております。ですが、これらの事業につきましては、そういうものが出て

くるケースもあると認識しております、そういった場合につきましては、この基金事業の中

で対応させていただければというふうに考えております。 

委員（森本典夫君）  基金の内容については、市民にはどういう形で周知しておられます

か。結局こういうのが、ゼロのが３つありますが、こういうのがあるんだというふうなこと

を知らずに利用されてないというケースもあるわけで、そういう意味ではどういう形で市民

に周知しておられますか。 

健康福祉部次長（唐木英規君）  こちらのほうにつきましては、先ほど本年度予算でも計

上させていただいておりますが、福祉のしおり等に掲載をさせていただきまして、もしご質

問等があれば該当者の方にそれをもとにご説明させていただくであるとか、庁内の介護であ

ったりとか、福祉であったりとか、関係部署においてもそういうご相談があれば、それをも

とに説明をさせていただいております。 

委員（森本典夫君）  引き続いて、１３７、１３８、上から２段目の扶助費であります

が、扶助費の真ん中の就学奨励費６７人分というふうに聞いておりますけれども、中身につ

いて詳しくお知らせいただきたいと思います。 

健康福祉部参与（藤井清志君）  この就学奨励費につきましては、小学校が１人当たり

８，０００円、それから中学校が１人当たり１万円を給付しておるところでございます。そ

れぞれ所得制限がございますが、小学校につきましては、先ほどもご説明しましたとおり、

小学校については６７人、中学校については３９人を見込んでおります。 

委員（森本典夫君）  年度内に支給をするということで頑張ってこられたんですが、来年

度も、新年度も年度内に支給ということでいかれるんでしょうか。 

健康福祉部参与（藤井清志君）  はい、その予定でございます。 
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委員（藤原浩司君）  １２１、１２２の障害者福祉費のところなんですが、委託料で奉仕

員等養成研修事業委託料、それから意思疎通支援事業委託料、相談支援員事業委託料、それ

から障害者虐待一時保護委託料、これの中身を詳しく教えてください。 

健康福祉部次長（唐木英規君）  それでは、奉仕員等養成研修事業委託料、こちらのほう

につきましては、手話奉仕員でございますとか、要約筆記の奉仕員、そちらのほうの養成を

するために、市の社会福祉協議会に委託して講座を実施するものでございます。手話につき

ましては６２回、要約筆記については１６回の講座を予定をいたしております。 

 続いて、意思疎通支援事業委託料でございます。こちらのほうにつきましては、聴覚障害

者の方が行政手続であるとか医療機関であるとか、そういうところへ行かれる場合に意思疎

通を図るために手話通訳者の方を派遣してするものでございます。 

 次の相談支援事業委託料、こちらのほうにつきましては、障害者に係る相談を井笠圏域障

害者相談支援センターに委託をしております。その委託に係る、これは３市２町でございま

すが、こちらのほうで負担金、委託料を人口案分でお支払いするものでございます。 

 あと、障害者虐待一時保護委託料でございます。こちらのほうにつきましては、障害者等

が虐待によって一時保護を要する場合等に、知的でありますとこだま園とか笠岡市の社会福

祉事業会、身体でありますと笠岡市の天神会さんのほうへ委託をして一時保護をいただくも

のでございます。 

委員（藤原浩司君）  奉仕員と意思疎通ということはよくわかりました。 

 相談支援事業委託料で、障害者のための支援センター、障害者支援センターって３市２町

であると言われたんですが、障害を持たれたお子さんとかを親御さんのほうから相談する場

所が笠岡にあるんだとは思うんですが、なかなかそちらに行けないということで、小さい小

学校の子供であるとか中学校の子供であるとかという子供たちは、特に小学校は学校の先生

に言うより放課後児童クラブの先生に相談したりとか、管理者に相談したりとかということ

が結構見受けられるんで、できますれば、これはもっと啓発していただいて、簡素な形にと

っていただければいいなと、７００万円もお金をそれこそ委託で払うわけですから、そうい

ったやっぱし使いやすいような状況を３市２町でお考えになって、これがそれよりもっとか

かるんであれば仕方ないことでありますんで、これはもう前向きにやっていただけりゃあい

いのかなというふうに思います。 

 障害者一時保護委託料なんですが、これは金額的には少ない、先ほど言われたようにこだ

ま園とか笠岡のほうで見てもらえるとか、これはそれこそ今までに井原管内の中で一時保護

されたような事例はございますでしょうか。 

健康福祉部次長（唐木英規君）  ２９年度は実績ございませんが、２８年度について１
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件、５６日ということで実績ございます。また、２７年度についても１件５０日というよう

な形で実績を持っております。 

委員（藤原浩司君）  はい、わかりました。それこそこれはシェルターというような形で

必要なことと思いますんで、金額的にはすごく安い金額を捻出されとるんですけど、このま

ま前向きに今後、前向きに、それこそ使いやすいように、この市内でも使いやすいように金

額等々を踏まえた上で考えていっていただきたいなと、このように思います。 

 

〈なし〉 

 

〈第２５款 衛生費〉 

 

委員（藤原浩司君）  １５３、１５４、コナミスポーツ、それこそ健康増進福祉施設ＡＳ

ＵＷＡの件なんですが、いただいとる資料の中で財政援助団体等監査の結果報告書というの

がありまして、その結びの中に井原市芳井健康増進福祉施設ＡＳＵＷＡの管理について、株

式会社やコナミスポーツクラブは、本施設を管理運営、各事業を展開して利用促進を図って

いる、今後も市民が意欲的に健康づくりを推進するための拠点施設として運営努力を望むと

いうふうに書かれております。 

 さきの市民福祉員会のときに、緊急ではございますが、コナミスポーツの中での、ＡＳＵ

ＷＡの中でのトラブルを言わさせていただきました。その後担当のほうがすごくよく動いて

いただいたようで解決はしたんですが、健康増進福祉施設の監査にもありますように運営努

力を望むということなんで、健康増進を含めた運営さらに進めていっていただきたいと。 

 今コナミスポーツ自体が結構な金額で指定管理者になられとるわけですが、いろいろとト

ラブルも聞きますから、時折、この金額云々かんぬんはしょうがないとしても、きちっとし

た運営方針も含めた中で健康増進を進めていっていただきたいなという気持ちがあるんです

が、それは市民の方も同じだと思うんです。その件につきましては、どのようにお考えでし

ょうか。 

芳井支所長（岡田光雄君）  先日の利用者からの要望事項につきまして、こういったこと

がないようにということで、施設の指定管理をお願いしておりますコナミスポーツさんのほ

うにも、利用者の声をしっかり聞いて対応するようにという指導をお願いしております。今

後につきましても、そういった利用者が利用しやすい環境を常に維持してほしいということ

を申し伝えておるところでございます。 

委員（森本典夫君）  １４９、１５０です、下から２行目の委託料の予防接種委託料、そ
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れぞれ種類と何件を予定しておられますか。 

健康医療課長（三宅早苗君）  予防接種の委託料でございます。 

 まず、ＢＣＧの予防接種がございまして、こちらのほうにつきましては１９４件分を見て

おります。 

 次に、４種混合の予防接種がございます。こちらのほうが８３１件分を見ております。 

 あと２種混合の予防接種、こちらのほうが１８９件分、それからＭＲという麻疹、風疹の

混合の予防接種につきましては４８１件分、日本脳炎の１期につきましては１，１０３件

分、日本脳炎の２期につきましては３７３件、それから日本脳炎の特例措置につきましては

２２９件分を見込んでおります。 

 次に、不活化ポリオにつきましては、２３４件分、それから子宮頸がんワクチンにつきま

しては１３件分、ヒブの予防接種については８０７件分、小児用肺炎球菌につきましては８

１４件分、水痘につきましては４４２件分、Ｂ型肝炎ワクチンにつきましては５７４件分、

それとインフルエンザにつきましては８，７５６件分、それから高齢者肺炎球菌につきまし

ては３０７件分、それから、それにあと予診分が含まれております。 

 

〈なし〉 

 

〈第３０款 労働費〉 

 

〈なし〉 

 

〈第３５款 農林水産業費〉 

 

委員（佐藤 豊君）  １７２ページの負担金補助及び交付金の中の有害鳥獣駆除事業費補

助金で、講習会を開催というふうな説明がございましたが、何カ所、また地域的にはどうい

ったところを重点的に講習会を開催される予定でしょうか。 

農林課長（岡本健治君）  鳥獣被害の講習会のご質問ですね。 

委員（佐藤 豊君）  はい、失礼しました、ちょっと場所が違うとったかな、ごめんなさ

い。 

農林課長（岡本健治君）  講習会につきましては、一応予定しておりますのは、新年度は

芳井町、本年度は青野町で開催したんですが、芳井町で開催したいと考えております。対象

は市内全域となりますが、これから先も地域をローテーションしながらやっていきたいとい
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うふうに考えております。 

 以上です。 

委員（佐藤 豊君）  講習会、何年か前芳井で講習会を開催されたとき、非常に目からう

ろこの新しい、何か今まで自分たちが認識しとったイノシシ対策が捕獲対策とは全然違った

取り組みの説明を受けて目からうろこだったというふうに、非常に高い評価を受けた講習会

が開催できたというふうに芳井支所でお話聞いたことがあるんですが、参加者の声としては

どのような声が多くあるんでしょうか。 

農林課長（岡本健治君）  ことしも青野で実施いたしましたけれども、防護柵、電柵にし

ても、ワイヤーメッシュ等にしても、今まで考えたとおりのつけ方ではないと、対象鳥獣の

見分け方、どういったものが足跡等、あるいはぱっと見た目のその一瞬の視覚によって対象

の鳥獣、野生獣を、見分け方を踏まえた上で、それに対する対応の仕方でそのつけ方、それ

から設置の仕方が変わるんだということで、非常に勉強になったということを聞いておりま

す。 

委員（佐藤 豊君）  その関連でですけれども、この数年で捕獲量というのは、特にイノ

シシなんですけど、捕獲量というのはふえてるんでしょうか、減ってる状況にあるんでしょ

うか。 

農林課長（岡本健治君）  イノシシを例にということでございますと、年々ふえておりま

す。直近の３年を参考に言いますと、イノシシでいきますと、例えて平成２８年度では６６

１頭、平成２９年度では７１６頭でございまして、現在３０年度は１２月末で切っても今

１，０４４頭という伸びになっております。 

委員（佐藤 豊君）  済いません、真庭のほうではジビエという感覚で、車、移動して、

イノシシをその車の中で処理するといったようなトラックの大きいようなのを導入したとい

う話があるわけですが、ちょっと関連で話を聞かせていただきょんですけれども、そういっ

たことは今後、これだけ１，０００頭年間超すような捕獲頭数がいるという状況を考えたと

きには、そうした方向性というのも今後考えられないのではないかと思うんですが、どのよ

うな、今の現状としてのお考えをお聞かせください。 

農林課長（岡本健治君）  確かに国もこういった施策を進んで取り組んでいるわけでござ

います。本市といたしましても、この辺のところは猟友会を含め、それから肉の流通のこと

も考え、ただいま研究をしている最中というところでございます。 

 

〈なし〉 
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〈第４０款 商工費〉 

 

委員（多賀信祥君）  １８６ページ、委託料の産業支援コーディネート業務委託料なんで

すが、産業支援コーディネート業務というのは、具体的にどういうことでしょうか、教えて

いただければと思います。 

魅力発信課長補佐（金政吉伸君）  お尋ねの産業支援コーディネート業務、どんなことを

するのかというお尋ねだと思います。大きくは３点を考えております。 

 まずは、企業訪問による経営技術課題頭のヒアリングを行っていただきまして、企業さん

が抱えるさまざまな経営課題などの克服のためのアドバイス、また産業支援機関や金融機

関、市の関係部署等との支援体制を構築していただくということがまず１点目です。 

 それから、２点目といたしまして、企業さんが持たれている既存商品等のブランディン

グ、それでありますとか、販路の開拓、新商品や新サービスの事業展開の後押しをしていた

だく、それとかあと、今の時代ですのでマッチングプラットフォーム等を活用して、大企業

等との取引支援、こういったことによりまして、企業が持っておられる事業計画や性等戦略

を具現化していただくということがまず２点目でございます。 

 ３点目といたしまして、年度ごとに計画に基づいて実施していただいた業務の課題につい

て整理を行っていただいて、結果等を分析して、効果や改善すべき点、こういったことを踏

まえまして、今後の取り組むべき業務の考察を行っていただくということで、特に最後の３

番目につきましては、翌年度以降も続けて業務を行っていただく上で、業務をより効果的に

するのには大変必要なものではないかというふうに考えております。 

委員（多賀信祥君）  ご説明いただいたんですが、備後圏域事業でＦｕｋｕ－Ｂｉｚとい

うのは井原の事業所も利用ができるはずです。それで、先ほど言われたブランディングだっ

たりとか、幾らかの経営的な相談もしていただけると思いますけど、あちらについてはもう

既に始まっているサービスといいますか、提供できるものですけど、その辺との連携という

ものが業務的にかぶるとコストの意味ではちょっと無駄な部分が出てくると思うんですけ

ど、その辺の連携のとり方というのは、今のところもう既に考えられているんでしょうか。 

魅力発信課長補佐（金政吉伸君）  今言われましたＦｕｋｕ－Ｂｉｚさん、こちらは相談

員さんといいますか、そういったアドバイスをされる方が事務所へ常駐されておられるとい

う形になってます。そこへ相談に行くためには、事業所の方がそこへ足を運んでいただく、

市内でも何度か出張相談みたいなのもありますけれども、やはり企業側から動いていただく

必要がどうしてもあると。 

 このたび産業支援コーディネート業務でお願いしようとしているのは、長年産業支援コー
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ディネーターさんが企業訪問をされて中に入っていく形をとってます。ですから、この形で

能動的に、積極的にコーディネーターさんのほうへ企業訪問をしていただいて、その企業さ

んが持っておられる強みでありますとか、そういったことを発見していただくと、その中で

ひょっとしたらそのＦｕｋｕ－Ｂｉｚさんのほうと連携をとれることもあるかもしれません

けれども、今まだちょっと業者さんも決まってないので、そこまではちょっとはっきりとは

お答えできません。 

委員（山下憲雄君）  産業支援コーディネーターの件で、質問をさせていただきます。 

 コーディネートですが、これは個人だと思いますが、こういう方の募集の方法あるいは契

約期間がございましたらよろしくお願いいたします。 

魅力発信課長補佐（金政吉伸君）  お尋ねの産業支援コーディネート業務に係る契約等々

のお尋ねだと思いますけれども、まずは業者選定に関しては、個人でされている事業者さん

あるいは法人でされてる事業者さん、ここのさび分けというか、取り決めはしておりませ

ん。業務内容に賛同いただいてお願いできる方であれば、個人事業者さんでも法人事業者さ

んでも、特に指定は考えておりません。 

 募集なんですけれども、公募型のプロポーザル方式で企画提案型の形をとらせてもらって

業者さんを決定したというふうに考えております。 

 委託期間ですけれども、産業支援、なかなか一朝一夕でかなうものではないと考えており

ます。また、ここで新たに新しいノウハウを持った専門事業者さんにお願いすることになり

ますので、市内企業さんとの信頼関係の構築ですとか、その他各企業さんの強み、これの掘

り起こしとか、こういった作業にある程度の時間を要するんじゃないかということも考えて

おりまして、こうしたことから債務負担行為もお願いして、３年間を期間としては考えてお

ります。 

委員（山下憲雄君）  契約期間は３年間ということで、その選考に当たっての特別な基準

は今のところ明快にはしてないということでよろしいでしょうか。 

魅力発信課長補佐（金政吉伸君）  審査基準等につきましては、プロポーザルの実施要綱

と合わせまして、今現在作成をしておるところでございます。 

委員（山下憲雄君）  大変ソフトな事業ですので、とはいえやっぱり採用した人なり業者

なりが、その人に成否が係ってるわけですので、やっぱりその期間中の業績目標、大変難し

いかもわかりませんが、あったほうが後々の更新等の判断基準にもなろうと思いますので、

やはりお互いに先に目標等を示してしたほうがいいんじゃないかと思いますので、ぜひご検

討をよろしくお願いいたします。 

委員（荒木謙二君）  １９２ページ、負担金補助及び交付金のいばらぐらし支援メニュー
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のいばらぐらし住宅新築補助金、建て売りというふうな言葉が出たと思うんですが、私自身

この建て売りという言葉、今議会では初めて聞く言葉でありまして、いつ、どのようなこと

でこの建て売りというふうなことが、以前から考えがあったのか、突発的に出たのかについ

てお伺いをいたします。 

いばらぐらし推進課長（川上益史君）  建て売り住宅を補助対象にすることにつきまして

は、以前から建て売り住宅を買うんだけど、補助対象とならないのかという声がありまし

て、それで検討を重ねてきた結果、建て売り住宅も今回補助対象として、家を取得するため

に選択肢を少しでも広げて移住・定住につなげていくために、本年４月から建て売り住宅も

補助対象としております。 

委員（荒木謙二君）  以前から建て売りにもというふうな声があった、それからその後検

討をし、選択をされたというふうなこと、以前から声があったというふうなことですが、建

て売りを入れるというふうなことはいつ決定をされたのか、お伺いをいたします。 

いばらぐらし推進課長（川上益史君）  建て売り住宅をこの補助対象に入れていくという

ことにつきましては、この２月、３月になって急遽入れるような形にいたしました。 

委員（荒木謙二君）  急遽というふうなことで、住宅新築補助金、市内の方が建てられた

ら、市内業者であったら１００万円、市外であったら５０万円というふうな補助は以前から

当然あったわけなんですが、この建て売りに関しても同等の考え方というふうなことでよろ

しいんでしょうか。 

いばらぐらし推進課長（川上益史君）  建て売り住宅につきましても、市内の業者が建て

て建て売りを開始した場合は１００万円、市外の業者が建てられて販売して買われた場合は

５０万円というような差を設けていこうと思っております。 

委員（荒木謙二君）  今年度あるいは昨年度の建て売りの物件を買われた方、人数がわか

れば、件数がわかればお伺いをいたします。 

いばらぐらし推進課長（川上益史君）  購入された方の件数まではちょっと把握してない

んですけど、岡山県へ建て売り住宅として建築確認申請をされまして、その検査済み証が出

た件数でもよろしいでしょうか。 

委員（荒木謙二君）  はい、結構です。 

いばらぐらし推進課長（川上益史君）  その件数で申しますと、平成２９年度が８件、平

成３０年度が１月までで県のほうの許可を受けられとるのが９件となっております。 

委員（荒木謙二君）  この建て売りに関しては２月あるいは３月になって決められたとい

うふうなことですが、その制度の中で選択肢を広げられたというふうなことですが、こうい

った選択肢が広げられるというふうなことを我々もＰＲしたいということもありますので、
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事前にまたこういったことを広げるんだというふうなことをお示しをいただければ、今後

我々もＰＲをしていきたいというふうに思いますので、突然に出されるんじゃなくして、あ

る程度の説明をもって進めていただきたいということをお願いをいたします。 

委員（山下憲雄君）  １８６ページの駅前通りの賑わい創出事業についてお伺いいたしま

す。 

 現在、３月までが現在ですので、現在のこの創出事業の実績がありましたら教えていただ

きたいと思います。 

魅力発信課長補佐（金政吉伸君）  お尋ねの井原駅前通り線賑わい創出事業の補助金に係

る件数ですけれども、現在のところ今年度は１件もございません。 

委員（山下憲雄君）  非常に力を入れている補助金というふうに思っておるんですけれど

も、一件もないというのはどういう点から実績が上がらないか、ちょっとお考えがございま

したらよろしくお願いいたします。 

魅力発信課長補佐（金政吉伸君）  駅前通り線の賑わい創出事業補助金につきましては、

駅前通り線に店舗等を集約させようということのインセンティブになる補助金だというふう

に捉えております。 

 今現在実績がないというのは、おのおのの企業さん、商店さん等でマーケティング等を考

えられて、その結果立地に至ってないというふうに考えております。 

委員（山下憲雄君）  実績がないのに、また次年度も同じまた３，０００万円の経費、補

助金を上げるというのはいささか検討不足じゃないかと思うんですが、制度上の見直しと

か、その辺が何か変わったことがございますでしょうか。 

魅力発信課長補佐（金政吉伸君）  以前一般質問等でこの駅前通り線の対象範囲を広げて

はどうかというようなご意見もいただいておりますけれども、今現在平成３１年につきまし

ては現行どおりの区間で事業を推進していきたいというふうに考えております。 

委員（山下憲雄君）  実績が上がらなかったことをまた引き続き同じ方法で進めていくと

いうのはちょっと問題を残すと思いますので、ぜひ改良なり、ＰＲなりを努めていただきま

して、せっかく組んだ予算が執行できますことをお願いしたいと思います。 

委員（簀戸利昭君）  １９０ページの地域おこし協力隊の謝金なんですが、これは恐らく

報償費の中の謝金ですから報酬であろうとは思うんですが、次のページの地域おこし協力隊

補助金、ほぼ同額というか、２，４００万円余りが組んでありますが、これは主にどんなこ

とに使われておりますか。それと、補助対象者は何人ぐらいを見込んでおられますか。 

いばらぐらし推進課長（川上益史君）  地域おこし協力隊の補助金というものは年間の活

動費でありまして、１人年間２００万円までが支給が可能となっております。こちらの活動
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の内容といいますか、中身なんですが、そちらのほうは地域おこし協力隊さんが借りられて

いる家の家賃ですとか、車のリース料、それとかいろいろ自分で活動をされる上に対して必

要な器具とか、そういったものを買うお金となっております。それで、人数分ですが、今１

４人、４月１日以降協力隊員さんがいらっしゃいますので、１４人分を計上させていただい

ております。 

委員（森本典夫君）  １８３、１８４ページのプレミアム付商品券負担金ということで、

基本的には１０月からの消費税導入が基本になるわけでありますが、確認といたしまして、

この予算の詳細をお知らせいただきたいと思います。 

いばらぐらし推進課長（川上益史君）  こちらのほうのプレミアム商品券のほうは、１人

５００円分の１０枚つづりの商品券を、５，０００円分を４，０００円で購入できまして、

それが対象者１人当たりが５セットまで、２万５，０００円分を２万円まで買えるようにし

ております。 

 それで、対象者のほうがことしの１２月末で約８，６００人の対象者を見込んでおりま

す。それに伴いまして、プレミアム商品券の商品券代といたしまして２億１，５００万円、

それと、あとプレミアム商品券を販売する事務費といたしまして１，９６１万５，０００円

を計上させていただいております。 

委員（森本典夫君）  ８，６００人対象者ということでありますが、こういう方に対して

はどういう形で連絡をし、またいつからいつまでの期間でどうするかというような、より具

体的なお話をお聞かせいただきたいと思います。 

いばらぐらし推進課長（川上益史君）  こちらのほうのまず対象者なんですが、対象者の

ほうが３歳未満の子供さんのいる世帯の世帯主と、被扶養義務者などを除く住民税非課税者

が対象となります。３歳未満の子供さんがいる世帯につきましては、市のほうの住基で調べ

まして、商品のまず引きかえ券を９月ごろに送るようになります。それと、住民税の非課税

者の対象者につきましては、６月ごろの広報で対象者を募集をかけまして、まず審査をさせ

ていただきます。本当に扶養などになってないかというものをさせていただきまして、９月

ごろからまず商品券の引きかえ券の発行を行います。それに伴いまして、今度は１０月１日

から商品券と引きかえ券を交換していただきますとともに、商品券で買い物をしていただく

ようになります。商品券の使用期間のほうが、１０月１日から翌年の３月末までとなってお

ります。 

 ちょっと簡単なんですが、以上です。 

委員（森本典夫君）  案内をしていただいたり、いろいろ審査をして、結果８，６００人

になればいいんでしょうが、ならない場合、審査を受けないという方もおられると思うんで
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すが、そういう人に対してはどういうふうな対応を考えておられますか。 

いばらぐらし推進課長（川上益史君）  広報とかいろいろな手段を使いまして、幅広く周

知はしようと思うんですけど、そちらのほうは申請をしていただくように、広報とかで周知

をしていくことを今考えているだけです。 

委員（森本典夫君）  実施するからには、国の制度として消費税が導入された結果、こう

いう形でやられるわけで、そういう意味ではできるだけ、８，６００人対象ですので、そう

いう方々が全て利用するという形にしていかなければならないというふうに思いますので、

そういう意味では徹底してそこらあたりを取り組んでいただきたいというふうに思うんです

が、今の現時点でのＰＲの仕方で十分だと思いますか。 

いばらぐらし推進課長（川上益史君）  今のところは、広報とか井原放送なんかで広報活

動を行うことと、国のほうもこの制度について広報活動をテレビ等で行うようなことを伺っ

ておりますんで、当面は市としては広報と井原放送などでのＰＲに努めたいと思います。 

委員（森本典夫君）  窓口はどこで、交付についてはどこでやられるんでしょうか。 

いばらぐらし推進課長（川上益史君）  プレミアム商品券の交付とか、そういった場所に

ついてはまだ今後決めていって、また６月以降の広報などでお知らせをしたいと思っており

ます。 

委員（藤原浩司君）  １９０ページのシティプロモーション事業実施委託料ですが、これ

は先ほどコーディネートのことで委託の形を教えていただいたんですが、このシティプロモ

ーションに対しての委託に関してはどのような形でやられるんですか、また期間はどのぐら

いでしょうか。 

魅力発信課観光係長（藤岡健二君）  シティプロモーションの委託の方法ですけれども、

今こちらの事務サイドで考えておりますのは、公募型のプロポーザルをかけていきたいと、

一般に広く募集を行っていきたいと思っておりまして、委託期間につきましては、契約の締

結日から平成３２年３月３１日までを想定しているところであります。 

委員（藤原浩司君）  このシティプロモーション、本議会でもご説明があったと思うんで

すけど、外からの目が必要であるというふうなご説明がありました。これシティプロモーシ

ョン自体は大きな目で見ますと、外からだけの目じゃなくて、ほかにもいろいろとあると思

うんですが、この外から見た目の必要以外に何を目的としてシティプロモーションを積極的

のここへ載せられとるんでしょう。 

魅力発信課観光係長（藤岡健二君）  シティプロモーションの目的ですけれども、外から

の目というのが最も大事だと思っておりますけれども、あともう一点は、やはり市民の人に

自分の町を誇りを持ってもらうということも大事ですんで、そういうシビックプライドの醸
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成、そこへも落とし込んでいきたいと、今後制度設計したいと考えております。 

委員（藤原浩司君）  なるほどよくわかります。確かにシティプロモーションというの

は、自治体自体が今何が必要なのかというのが外から見た目であって、それこそ人の交流と

か住民の数をふやしていったりすることも、経済的な効果を高めることも、そういうことに

含まれていくということなんですが、このシティプロモーションとコーディネートが一緒に

なることで、さらに強みが出ると思うんです。 

 先ほど多賀委員のほうが言われましたＦｕｋｕ－Ｂｉｚですが、私が本会議で言ったｆ－

Ｂｉｚの形から出ていったＦｕｋｕ－Ｂｉｚなんですけど、このＦｕｋｕ－Ｂｉｚっていう

のがこのコーディネートと、それからシティプロモーションと足した事業なんです。これが

２つ重複することによって、意見の違いが出てきたり、コーディネートと意見の違いが出て

きたりすることが多々あると思うんですけど、こういうところの回避はどのようにお考えで

しょうか。 

魅力発信課観光係長（藤岡健二君）  シティプロモーション、こちらの観光サイドで考え

ておりますのは、あくまで分野としては観光面、交流人口の増加で外から人を呼んできて地

域に落とすという流れの観光面でのプロモーションを考えておりまして、その産業支援コー

ディネートの産業面とはほぼほぼ近いところもあったりはするのかもしれないですけれど

も、完全一致ではないとは思いますので、その辺はうまく切り分けたり、あるいは連携でき

るところは連携しながら制度設計をしたいと考えております。 

委員（藤原浩司君）  そういう考え方でおられるんじゃったら、私はもうやる気がないと

思いますね。まちづくりで活性化して地元の企業さんも栄えてもらう、そして地元の皆さん

が自分の町に誇りを持つということは、実際はそういう考えで観光だけで、じゃあ観光だけ

で８００万円の予算をとられて、コーディネートのほうが６００万円、どっちが分相応かと

いうと、両方とも同じだと思うんですよ、私は。ですから、考え方として観光だけで８００

万円使うのと、地元の地場産業さんがしっかりと根強く大きくなられて、帰ってきた若者た

ちが雇っていただけるような発展的な楽しい企業につくっていくのということになれば、６

００万円と８００万円じゃ２００万円の予算が違うわけですから、この差自体は、私はもう

はっきり言ってやる気がないと、こう思います。 

 観光と言われましたけど、シティプロモーションというのを円滑に進めるためには民間企

業の連携とか、民間からの人材雇用とかも検討する必要は絶対にあるわけですよね。それっ

ていうのは、はっきり言ってこの支援コーディネーターのほうと合致するんですよね。だか

ら、見た目で大きく考えていかないと、観光はこの予算で、例えば産業支援コーディネータ

ーはこの予算、じゃあまた違う意味でやるとこの予算というふうにやると、３人が３人いる
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と、３人おりゃあ文殊の知恵という言葉がありますけど、はっきりと言って３人おればけん

かになるだけで、うまい話が構築していかれないと思うんですよ。 

 ですから、ここでわざわざ分けられてるんですから、多種多様な形でシティプロモーショ

ンは持っていく、その中で地元の地場産業さんが根強く栄えて、民間企業として地元の方を

雇用される、おまけに遠くから帰ってくる子供も全部引き寄せるための魅力発信とするため

には、これ一緒に連携を持たないとだめなんです。実際今ここで予算とられとんですから、

６００万円と８００万円で１，４００万円なんですけど、２つ合わせますと。これを公募

型、片やそれこそプロバイダーのような形でプレゼンテーションということになっとるわけ

なんで、できれば雇用型でプロポーザルでやられたほうがシティプロモーションのほうも公

募型よりはかなりいいんではないかなと思いますし、これが例えば１つの会社が２つをとら

れることも場合によってはありますよね、こういう専門家の方が。そういう意向のこともよ

くお考えになった上で、やはり地元を活性化していくために、人口増をしていくために、必

要なことにお金は使っていただきたいと思いますけど、副市長、この辺はどのようにお考え

ですか、行政は。 

副市長（猪原愼太郎君）  先ほど藤原委員さんのほうからご提言をいただいておりますシ

ティプロモーション、それから産業支援コーディネート事業でございますけれども、シティ

プロモーション事業につきましては、あくまでも観光重視といったことでございます。 

 観光につきましても、今までいろんな場面で、議会でも議員さんのほうから井原市のＰＲ

のやり方についていろいろご提言をいただいたところでございます。そういった中にありま

して、しっかり見せ方、ちゃんとした見せ方というものをプロに教えていただく、そういっ

たことも大事だろうということで、観光プロモーションを外部の専門の業者へお願いしたと

思ったところでございます。 

 もう一方の、産業支援コーディネート事業につきましても、これも今までいろんな定例会

等で議員さんからご指摘をいただいてきた事業でございます。今までは、要は職員、嘱託職

員として１名ないし２名を雇用して地場企業の掘り起こしをして企業とのマッチング支援を

行ってきたところでございます。なかなか人材の確保、専門的な知識を有した人材がなかな

か見つからないというところから、経営コンサルタントをやっているような業者を想定をし

ておりますけれども、そういったところ、専門業者の知恵をおかりしたいということで上げ

たものでございます。 

 連携ということでございますけれどもシティプロモーション、業者選定はこれからですけ

れども、シティプロモーション、それから産業支援コーディネート業務のどちらもできる業

者があるのかどうか、ちょっと現段階はわかりませんけれども、予算を認めていただいたな
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らば、今後それぞれの事業の契約事務についてはいろいろ検討を加えながら進めていきたい

というふうに思っております。 

委員（藤原浩司君）  副市長のお考えはよくわかりました。いずれにしても、私はこれを

反対するものではございません。私一人の議員としては、賛成はしたいと思っております

が、要はまちづくりというのは本当に難しいものでございまして、先ほど多賀議員からもご

紹介があったＦｕｋｕ－Ｂｉｚ、このＦｕｋｕ－Ｂｉｚにかかわっておられるコーディネー

ターの方は、両方兼ね持っておられます。それから、前本議会でご紹介したように、富士市

のｆ－Ｂｉｚ、これも同じです。要はｆ－Ｂｉｚの弟子の方がＦｕｋｕ－Ｂｉｚに来てるわ

けであって、こういう方をやっぱし探していただきたいなと、試験段階でやられるのはいい

ことですから、シティプロモーションは地域のイメージをブランド化して、それこそ世間に

広める活動ですんで、新しいブランドのイメージとかというのはすぐにできませんけど、や

はりコーディネートが扱う地元の技術とかというものはやはりブランド化ですから、それも

あわせて進めていけるような形を予算通りましたら、皆さんの意見もありますから、予算通

りましたらそのように進めていっていただきたいと思います。 

委員（簀戸利昭君）  １９４ページの無料観光バス借り上げ料、使用料及び賃借料の１４

の中の無料観光バスの借り上げ料が、昨年度は１１０万円ということでございました。今年

度は８０万円ということでありますので、昨年の実績と、多分これは井原鉄道の関係だとは

思うんですが、そのＰＲはどうされているか、お伺いをいたします。 

魅力発信課観光係長（藤岡健二君）  無料観光バスの借り上げ料についてですけれども、

平成２９年度、昨年度の実績が、運行件数１７件で、実績８２万５，０００円という実績で

ございます。 

 それで、ＰＲにつきましては本市の観光協会のホームページですとか、市のホームページ

等で宣伝を行っているところであります。 

委員（簀戸利昭君）  よろしくお願いをいたします。 

 

〈なし〉 

 

〈第４５款 土木費〉 

 

委員（藤原浩司君）  １９８ページ、工事請負費の埋立処分地整備工事費でございます

が、野上と池谷というふうに言われて、野上は最終でここで仕上げでもう終わられるという

ような先ほど説明がありましたが、この野上自体は実際はここで仕上げるということになる
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と、現在不法投棄の物件がありますよね。これはいかような形になるんでしょうか。 

都市建設課長（西田直樹君）  不法投棄の件に関しましては、ただいま管理を委託してお

ります井原市建設業協会員等に事情のところを聞き取り調査を行っとるところでございま

す。 

委員（藤原浩司君）  ということは、管理委託は建設業協会へされとるということで、今

調査中だということということになれば、ここの工事に関してはその調査が終わって不法投

棄なりを撤去することで、その後に発注されるという考えでよろしいんですか。 

都市建設課長（西田直樹君）  そのように考えております。 

委員（藤原浩司君）  それと、ここの埋立処分地、野上と池谷ですが、前は大江とかがご

ざいました。ここの処分地の整備工事等々で差別扱いのような形で仕事を出されとったとい

う経緯があるんですが、これは金額的にランクがＡからそれこそＤまでございますが、そう

いった中で金額的に入れる業者さんと入れない業者さんがおられるんですが、この新年度に

これが予算が出るということになれば、これはもう皆さん公平に出していただくというよう

な考えでよろしいでしょうか。 

都市建設課長（西田直樹君）  契約で、契約の規約にのっとって出せていただくというこ

とになると思います。 

委員（藤原浩司君）  はい、わかりました。 

 では、適正に出していただきますように、ほかの業者さんからかなり苦情が来てますん

で、差別扱いはよくないと思います。ランク的には、やはり県の経営審査を受けられたラン

クの方が仕事に出られるわけなんで、公平または厳粛に行っていただきたいと、このように

思います。 

 池谷の処分地ですが、現状はどのぐらい、もうあと残りが何％ぐらいで満了するような形

でしょうか。 

都市建設課長（西田直樹君）  池谷につきましては、全体で２３万立米を予定しておりま

して、現在４万弱入っておりますのであと十八、九万が残っとると思います。 

 

〈なし〉 

 

〈第５０款 消防費〉 

 

委員（柳井一徳君）  ２１８ページ、１５節工事請負費の原状復旧工事費について、本会

議では運動公園の復旧工事ということを、原状復帰ということを説明をいただいております
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が、どのような原状復帰になるのか、また期間はどの程度までなのかをお尋ねいたします。 

協働推進課長（沖津幸弘君）  今後、工事の内容でございますが、表土を現状より１０ミ

リから３０ミリすき取りまして、新しい専用土を補填するものでございます。 

 それから、スケジュールにつきましては、平成３１年４月、早い時期に契約を行いまし

て、９月末の竣工を予定としております。 

委員（柳井一徳君）  そうすると、来年度秋、１０月の市民体育祭までには間に合うよう

にという計画でよろしいんでしょうか。 

協働推進課長（沖津幸弘君）  はい、そのように計画しております。 

委員（柳井一徳君）  これと、南側の山、斜面ののり面が崩れておるのは、これは全然ま

た別の費目になるんでしょうか。 

都市建設課長（西田直樹君）  こちらのほうは運動公園ののり面ということで、一昨年か

ら崩れておりまして、ただいま繰り越しを表にいただきまして、工事中で、９月末には完了

する予定としております。 

 

〈なし〉 

 

〈第６０款 災害復旧費〉 

 

〈なし〉 

 

〈第５５款 教育費中、第１０項教育総務費から第５０項幼稚園費〉 

 

委員（妹尾文彦君）  ２２４ページの負担金補助及び交付金で、英語検定料補助金という

のがありますが、これは今年度からだと思うんですけれども、これの今年度受けられた生徒

がどれぐらいおられたかというのを教えてください。 

学校教育課長（今井 浩君）  本年度受験した生徒は、全期を通しましてトータルで１０

９名でありました。全生徒数に対しては、３０．７９％という状況であります。 

委員（妹尾文彦君）  これは、今年度の予算が１２８万６，０００円に対して、今年度は

５８万６，０００円というのは、３年間で１回しか使えないからという、減っているという

ことでよろしいでしょうか。 

学校教育課長（今井 浩君）  全員が受けることを想定しておりましたけど、先ほど申し

ましたように１０９名、３０．７９％という実績から今年度の予算のほうを計上しておりま
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す。 

委員（妹尾文彦君）  先ほどのはじゃあ、今のでわかりました。人数が減っているという

ことで、ちょっと減らしたということでわかりました。 

 それともう一つ済いません、ページが違うんですが、２２６ページの小学校費の需用費の

うちの光熱水費があるんですが、これ中学校もなんですけれども、エアコンをつけかえたこ

とによって電気代などがどのように変わっているのかと思うんですが、電気代がふえてるの

かなと思ったんですが、大して予算は変わってないようなんですが、これはどのようなこと

といいますか、どういうふうになっているのかちょっと教えてください。 

教育次長（北村容子君）  エアコンを全教室に設置しております。そして、小学校と中学

校をもう一緒に申し上げてよろしいでしょうか。 

委員（妹尾文彦君）  はい。 

教育次長（北村容子君）  小学校への空調機の整備につきましては、平成２８年度と２９

年度で実施いたしております。そういったことで、整備前の平成２７年度の電気料の決算額

は約１，８６９万円でございました。本年度、平成３０年度の電気料については、約１．１

倍の２，０００万円程度を見込んでおるところでございます。 

 平成３１年度の当初予算についてでございますが、これにつきましては一部電気契約の変

更を予定しておりますものですから２，２００万円、設置前の約１．２倍を計上させていた

だいているところでございます。 

 それから、中学校の電気料の見込みでございますが、中学校につきましては、平成２７年

度に全校に空調機を設置いたしておりますけれども、前年の平成２６年度と平成２９年度、

設置後でございますが、その２９年度との電気料の比較をすると、約１．３倍となっておる

ような状況でございます。 

委員（妹尾文彦君）  小学校のほうが１．１倍、１．２倍になっているのと、中学校のほ

うが１．３倍ぐらいになっているということで、理解しました。ありがとうございます。 

委員（三宅文雄君）  本会議でも説明させてもらったんですが、適応指導教室大山塾の件

について、２２４ページ、工事請負費のところで計上されておりますが、現在大山塾に何人

ぐらいの子供が通われているかということと、それからどういったところから、市内の子供

たちが多いんかと思いますけれども、通っておられるのか、お伺いいたします。 

学校教育課長（今井 浩君）  ２月末現在で、小学校の児童が５名、中学校の生徒が１８

名在籍しております。内訳については、ちょっと今すぐには、各校が何名というのはちょっ

と申し上げられませんが、はい。小学校、中学校の内訳は５名、１８名です。 

委員（三宅文雄君）  中学校の子供さんが１８人ということは、どういった方法で通学さ
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れてますか。 

学校教育課長（今井 浩君）  今は偕楽園を間借りしておりまして、偕楽園へ自力で行く

子もおりますし、それからおうちの方に送迎していただく方、ちょっと場所が変わったので

なかなか自分で行けないという子については、指導員の方に公用車の運転免許を取っていた

だいて公用車で、市役所までは来てもらって、そこから送るようなこともやっております。 

委員（三宅文雄君）  大山塾があった当時はどんな方法で行ってましたか。 

学校教育課長（今井 浩君）  大山塾があった当時も、自分で自転車で行く子、それから

保護者の送迎をしてもらう子、ただ、指導員による送迎はしておりませんでした、はい。 

委員（三宅文雄君）  それでは、ここの建設予定地が前あったところのすぐそばの駐車場

になるという以前説明があったと思いますけれども、そこになった経緯を教えていただけま

すか。 

学校教育課長（今井 浩君）  大山塾が被災をしましてどうするかと、老朽化もありまし

たので、検討を重ねまして、さまざまなところを見ました。見ましたが、やはり不登校の児

童・生徒が力を蓄えるということになると、静かな環境というところが求められると考えま

した。大山塾という名のもとに、今のところが非常にいい環境でありましたので、今の現地

がいいだろうということで、ただ、山のほうが崩れて建物も壊れましたので、そこではいけ

ないので、ちょうどその前に駐車場として利用しておりましたところを建設予定地として、

決定しました。 

委員（三宅文雄君）  それを、今経緯については説明されたんですけれども、どういった

方々でその駐車場へ建てようという考えが浮かんできたというか、皆さんと協議されたんで

しょうけれども、どういった、いつごろからどういった方々でその駐車場のところへ建てよ

うということになりましたか。 

学校教育課長（今井 浩君）  まずは教育委員会内、それから大山塾の指導員の方とも一

緒に見て、いろんなところを見て回りました。その後、整備活用検討会議というところで教

育委員会の意見も踏まえて、その場がいいだろうということで、今建設計画を進めていると

ころです。 

委員（三宅文雄君）  整備活用会議という説明いただきましたが、どういった方々がおら

れますか。 

学校教育課長（今井 浩君）  教育委員会の事務局と、それから大山塾指導員の方、それ

からもうこれは、今の現地の前の駐車場に建てることを決めてからそうしますということだ

ったんですけれども、そこでは関係各課、都市建設課などにも来ていただきましたし、子育

て支援課の方にもおいでいただいて、この方向で進めていきたいということでお伝えをし、
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協議もさせてもらっています。 

委員（三宅文雄君）  保護者の方の意見も聞かれましたですか。利用されてる、適応指導

教室に通われとる保護者の方の意見は反映されましたか。 

学校教育課長（今井 浩君）  その整備活用会議の中には、保護者の方というのはおられ

んのですけれども、指導員の方が保護者とは常につながっとられますんで、今間借りをさせ

ていただいてる偕楽園も非常にありがたいんですけれども、やはりちょっと環境が変わって

なかなか行きにくいという子もいらっしゃるので、やはり既存の地がいいと考えておりま

す。 

委員（三宅文雄君）  既存の、その偕楽園利用しとるということでわかるんですけども、

保護者の方と話し合ったことはありますか。 

学校教育課長（今井 浩君）  事務局として、直接保護者の方とお話ししたということは

ございません。 

委員（三宅文雄君）  それでは続けてお伺いしますが、現在地へ建設するということにつ

いて、安全面についてはどのように考えてますか。 

 というのが、ちょうど建設地の東側に雄神川があって、反対側に７月豪雨で災害がありま

したですね、お一人の方がお亡くなりになられました。その建設予定地とそこの現場という

のが、私もちょっとスケールではかってみましたら約１００メートルです、１００メートル

離れとるんです。この前も建設水道委員会で傍聴しましたら、土砂災害危険区域というとこ

ろで説明ありました。その建設予定地が土砂災害危険区域のイエローゾーンに一部入っとん

ですよね。前大山塾が、大山先生が、その名誉市民の方がお住まいになっとったところはレ

ッドゾーンなんですよ。このたび災害が起きたということは、やはりイエローゾーンの中の

レッドゾーンが、その建物があったところがその区域に入っとるわけですね。だから、いろ

いろな方面から見て非常に危険だと思うんですけれども、安全面についてはどんな議論をな

されましたですか。 

学校教育課長（今井 浩君）  山が崩れたところは、確かにレッドゾーンです。それか

ら、建設予定地も６分の１がイエローゾーンということでありますので、既存の山側には建

てれないという判断で、今の駐車場のところへするようになったんですけれども、そこへ建

てれるか、建てれないかというのは土砂災害防止法も調べまして、それはできないことはな

いと。さらに、今造成の設計もしてもらってますけど、その土地を上げてするということ

で、川が氾濫するということも想定した上で上げていただいて、その危険は回避できるとい

うふうに判断しました。 

委員（三宅文雄君）  安全面については考慮したという理解でよろしいですか。 
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学校教育課長（今井 浩君）  先ほど申しましたように、土砂災害防止法のことも考えな

がら判断をさせていただいたということです。 

委員（三宅文雄君）  ちょうど大山先生のお宅のちょっと北側、甲山という山があるんで

すけれども、ちょうど都市計画図で見ますと、等高線がありますよね、等高線。メーター感

覚で刻んであるんですけれども、それが広いと勾配が緩いんです、間隔が狭いと勾配きつい

んですよね。私も調べたら、かなりあの山がきついんです。東側の災害ありました●●さん

というおうちの辺よりもまだきついんです。ということは、一旦崩れると相当な範囲が被害

が発生するおそれがあると思うんですよ。私は、その安全面について大変疑問に思ったか

ら、お聞きしたようなことなんです。 

学校教育課長（今井 浩君）  建設予定しております現在の駐車場につきましては、３０

メートル山から離れておりまして、現在のところへ今度新たに駐車場と考えておりますの

で、確かに再度崩れるということも想定しましたけれども、建てるところまでは至らない

と、来てもその駐車場というふうに考えております。 

委員（三宅文雄君）  大変申しわけないんですけど、３０メートルというのは何の基準で

３０メートルという数字が出るんですか、３０メートル離れとるという意味ですか。 

学校教育課長（今井 浩君）  計測して、山の際から今度建てる予定地までが３０メート

ル。 

委員（三宅文雄君）  山の、そしたら大山先生のお宅と山との境から３０メートル離れと

るから大丈夫というお考えですか、敷地が。 

委員長（宮地俊則君）  済いません、３０メートルというのはどっからどこの距離かちょ

っとはっきり言っていただければ、それが何かはっきりしないような。 

学校教育課長（今井 浩君）  申しわけありませんでした。 

 改築に当たっては、安全確保のため、３０メートルというのは、私先ほど山際から建物ま

でと申しましたけど、今の大山元市長さんの家の前面、山から一番離れたところから今度建

てようとする建物の前面までが３０メートルで、山際からいうたら、さらに山際から建物の

裏までが１０メートルほどありますんで、約４０メートルは離れると。ただ、それで安全か

と言われると、何が起こるかわかりませんが、３０メートルあればいいのではないかと、安

全確保のためそれだけ離したところへ建設を考えたということです。 

委員（三宅文雄君）  たびたびちょっと申しわけないんですけど、ということは、要する

に山がありました、のりがありました、のりの尻がありました、せえで２０メートルの間に

家がありました、１０メートルの間隔を置いて敷地があります、建てるという理解でよろし

いんですか。その２０メートルの中で、家があったのが壊れたということですよね。 
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委員長（宮地俊則君）  いや、ちょっと違うとは思うんですが、もう一度、学教課長、位

置を山からちょっと、もう一回お願いできますか。 

学校教育課長（今井 浩君）  はい。既存の建物から、新たに建てる建物の前面まで、前

面というか入り口から入り口までが３０メートルあります。この今既存の建物の裏側から山

際までは１０メートルあります。それから建物のこの幅がありますから、必ず４０メートル

は離れていると、山からは。 

委員（三宅文雄君）  もうよろしいです。 

委員（西村慎次郎君）  ２２６ページです。中学校も同じものがありますけども、施設整

備委託料ということで、下から３段目ですけども、３，５００万円ということで、学校のＩ

ＣＴ環境の整備事業ということで、無線ＬＡＮの整備ということかなあというふうに思って

ますが、この無線ＬＡＮを整備してどういったことに活用されようという計画なのか、その

活用計画というのをお知らせください。 

教育次長（北村容子君）  無線ＬＡＮ環境を整備いたしまして、各教室、普通教室にこの

たびも大型テレビを設置いたします。そういったことで、その中でやはりそのテレビを活用

して授業を行う、子供たちに視覚で訴えるような授業、興味関心を沸かせるような授業、そ

れから今後なんですけれども、指導者用のタブレットでありますとか、学習用のタブレッ

ト、今後の検討にはなるんですけれども、やはりこの電子黒板を設置したことで、やはり現

場からは有用なと、非常に役に立つというふうな声をいただいているところもありますの

で、やはりそういったことに次から次へとつなげていきたいと。ということは、そのＩＣＴ

教育機器を十分に活用した授業展開ということを考えているというようなことでございま

す。 

委員（西村慎次郎君）  電子黒板も今年度整備していくということで、その電子黒板は無

線ＬＡＮへ接続してインターネットへ接続できるような電子黒板になるということですか。 

教育次長（北村容子君）  そのとおりです。 

委員（西村慎次郎君）  今後タブレット、教師用や児童や生徒用のタブレットも整備して

いって、それで授業の中で無線ＬＡＮを使っての調べ物、インターネットをつなげての調べ

物をするとか、そういう計画を考えられていると。 

教育次長（北村容子君）  そのとおりです。 

委員（西村慎次郎君）  あわせて、タブレットの導入計画というのを、もし計画が、予定

があるんであれば教えてください。 

教育次長（北村容子君）  タブレットにつきましては、まだ今後いろいろ準備委員会、Ｉ

ＣＴの環境整備準備委員会を立ち上げておりますので、今後あらゆることを検証していっ
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て、どういうふうな形で子供たちによりよい教育ができるか、それから教師がスムーズな教

育ができるか、そういったことも協議をした上で今後検討していくということで、計画につ

いては、今のところいつ導入するというようなことは、まだその時点には来ていないという

ことでございます。 

委員（西村慎次郎君）  まだ計画がないということなんだけど、この無線ＬＡＮを環境整

備すると、機器類はもう既に設置されてて、機器の耐用年数というのは５年とか、そういう

短期間だと思ってます。線は長いにしても、中継するアクセスポイントになるような機器類

というのは５年ということで、昨年度整備して、今年度整備して来年度で２年目を迎えてと

いようると、結局使われないまんまに更新が来ちゃうんで、ぜひそういう活用を、今の教育

にはＩＣＴの活用というのは必要だというふうに思ってますので、できるだけ早い検討をし

ていただいて、計画に盛り込んで導入のほうをお願いしたいということです。 

委員（藤原浩司君）  ２２５ページからずっと連なって、学校管理費ですが、小学校と、

それから中学校、小学校は増減になってます。この増減の理由と、中学校はマイナスになっ

てるんですね、それの理由と、それから高等学校、高等学校も若干ですがふえてます、それ

の要因です、理由。それから幼稚園、幼稚園もふえてます、それも要因を詳しく教えてくだ

さい。 

教育次長（北村容子君）  それでは、小学校費の学校管理費が昨年と比較して２，９００

万円程度ふえております。これの増につきましては、先ほど来から申し上げております無線

ＬＡＮの整備、それから学校施設の長寿命化計画、これの経費が主な増の要因となっており

ます。 

 それから、中学校費です。これは２，５００万円程度のマイナスになっておりますが、こ

れは昨年といいますか、３０年度は芳井中学校の下水道の接続工事、これ約３，５００万円

ございました。その工事請負費の減というふうに思っていただければ結構かと思います。 

市立高校事務長（毛利恵子君）  高等学校の管理費については、備品購入費で本年度教職

員用のパソコンを整備いたします。その部分と、あと清掃業務委託料がふえた部分、また健

康診査なんですが、生徒用の健康診査を従来は教育振興費のほうで計上しておりましたが、

管理的な保健業務ということで、管理部分のほうへ費目変更しております。そういったこと

が要因となっております。 

教育次長（北村容子君）  続きまして、幼稚園費でございます。こちらにつきましては職

員１名の増、それから工事請負費の増が主な要因でございます。 

委員（藤原浩司君）  ご説明していただきましたが、それこそふえたのは、それこそ施設

のこととか、無線ＬＡＮの設備とか等々でふえておると、中学校のほうは下水のほうがもう
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要らなくなったから、これも減額してるよと。ということは、全体的に学校の管理費という

ものが、１２月定例会で私が言いました学校教育法と地方財政法の違反をされとったわけで

すから、これはどこに反映されとるんでしょう。 

教育次長（北村容子君）  藤原委員さん、もう一度質問事項を、要旨をお尋ねしたいんで

すが。 

委員（藤原浩司君）  学校管理費で、小学校が１３小学校、幼稚園も１３幼稚園ありまし

て、中学校５校、それから市立高校が１校ということなんですが、これに対して、要は公費

と、それから私費のことで１２月定例会で申しましたね。そのときに教育長も、それから市

長のほうも予算はつけるよということを言われました。その予算づけは、この中で今言われ

た増減になっとるのはほとんど施設整備費のことであって、例年と変わってないと。じゃ

あ、それに対して今まで使ってはいけないお金を使ってたものがどこに反映をされて、親御

さんに負担がかからないようになってるんですかという質問です。 

教育次長（北村容子君）  今委員さんがおっしゃられてるのは、学校ＰＴＡ……。 

委員（藤原浩司君）  公費です。 

教育次長（北村容子君）  公費のことで、教育委員会、市のほうが学校に対して公費で何

を……。 

委員（藤原浩司君）  じゃあ、はっきりと教育長、お尋ねします。 

 公費と私費の使い分けはしていただけるようにお願い申し上げました。それと、きちっと

した対応で私費を使わないで公費で使うものは公費でしていかないとだめだということも認

識されて、適正にやっていくと言われました。ですから、その適正にやられるのが、この３

１年度の予算に、僕は１２月定例会で言ったんで、３１年度の予算に公費がふえるはずなん

です、実際は。 

 じゃあ、今までが、じゃあ高屋の中学校であるとか、井原の小学校であるとか、井原中学

校にしても、井原中学校でざっと３０年度で１００万円近いお金を私費で使うとってです、

使っちゃいけないお金。そういった使ってはいけないお金は、これからは適正にすると言わ

れたんですから、きちっとその分は管理費の中に入っていないとだめでしょう。全体的に学

校のその教育委員会のお金というものは全体的にするとかなりの金額ですけど、それに対し

てふえた分は先ほど聞きました、マイナスになった要因も聞きました、それは全て施設のこ

とじゃないですか。じゃあ、学校要覧とかでも、本来なら確実にこれは学校側、公費ですか

ら、市の公費でやらないとだめなものでも、各学校全部ＰＴＡで使ってるじゃないですか。

これ５万円ぐらいかかるんですよ。それ１３学校が全部使ったら、幾らになります。それ以

外もたくさんあるでしょう。だから、そういった私費を使ってはだめなものが、公費で賄う
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んであれば、その公費で賄うお金は現状ふえとかないとだめでしょう。だから、そのふえて

る要因がないから、どこにあるのですかとお尋ねしてるんです。大体１校当たりどのぐらい

見られとってんですか。これは法律違反ですからね。 

教育次長（北村容子君）  それでは、藤原委員さんからのご質問で、公費で賄うべきもの

が３１年度どこに反映されているかということでございます。 

 ２２５、２２６ページ、小学校費の学校管理費の需用費、消耗品、こちら１，１５７万円

ございますが、その中で本年１月に２９年度のＰＴＡ会費を調査いたしまして、本来公費で

賄うべきと思われる費用が見当たりましたので、この消耗品費の１，１５７万円のうち、約

４０万円。 

 それから、先ほどは申し上げてませんでしたが、教育振興費、次のページ、２２７、２２

８です。そちらの需用費、消耗品費５０５万７，０００円、そのうちの約２０万円。 

 それから、中学校費、次のページ、２２９、２３０ページ、学校管理費でございます。 

 もう一ページはぐってください、２３１、２３２、こちらの需用費の消耗品費７０９万

８，０００円ついていると思います、その中の約２０万円。 

 それから最後、幼稚園費でございます。２４１、２４２ページの需用費、消耗品費３７３

万６，０００円計上してあると思いますが、そのうちの約２５万円、こちらを消耗品の中に

計上いたしております。 

委員（藤原浩司君）  高等学校は。 

市立高校事務長（毛利恵子君）  高等学校につきましては、基本的に後援会という組織が

ございまして、後援会費の徴収をさせていただいております。その中で、学校の学校運営に

関する消耗品でありますとか、そういったものは基本的には今現在執行はしないような状況

なんですが、ちょうど新築当初のときに備品等の整備が十分にできなかったときがありまし

て、そのときに後援会のほうからご協力いただいた経緯があります。 

 現在のところ、昨年非常勤講師の先生の旅費が出ておりませんでしたので、それを後援会

のほうで支出していただいたというような経緯があるんですが、本年度、３１年度からは非

常勤講師についても交通費を支給するような方向で賃金のほうを要求させていただいており

ますので、今のところ、今年度大きな、３０年度も後援会のほうで公的な部分を賄っていた

だいているというような実態はございません。 

委員（藤原浩司君）  説明していただきました小学校費にしても、学校管理費のほうは要

は４０万円と、それから振興費、全部入れて１０５万円ですか、１０５万円。小学校は１３

学校、それから中学校は５学校、それから幼稚園が１３と市立高校ということで、実際が去

年の公費をＰＴＡの私費で賄ったのが約８５万円ぐらいなんです、使われとるのが、私費で
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賄われとんが、そのぐらいあるんです。中学校費が４０万円って先ほど言われましたね。４

０万円だったら、それと５学区あって、１校が８万円ということになりますよね。じゃあＰ

ＴＡ、さかのぼって２７年、２８年、２９年のＰＴＡ会長のほうから井原市のほうへ請求が

上がった場合には、お支払いしていただかないとだめなことになるわけですよね、これ実際

が。そういう組織からのお金ですから、やっぱり使ってはいけないものを使ってるわけで、

今この聞いた中で金額が少な過ぎませんか。 

 実際は、非常にデリケートな部分があって、ＰＴＡであるとか、先ほど井原市立高校のほ

うでありました親の後援会がある、後援会も同じことで私費と公費ということなんで、非常

勤講師の場合には学校側の経費、最低限の経費を上回って、それに足らない部分を保護者の

ほうから、じゃあこちらのほうで寄附させてくださいという分に関しては使えますけど、今

までは全部通帳と判こは学校の教頭なり、校長が全部預かって使った後の申告なんですよ

ね。使った後の申告、全然わからないＰＴＡ会長にこことこことここへ判こを押してくれと

いうような形で、たったたった押ささせてきたと、それで総会をしたから済んだという問題

じゃないんですよね、法律違反ですから、実際は。じゃあ今まで、井中だけで取り上げます

けど、井中だけで取り上げていくと２７年、２８年、２９年、この３カ年で２００万円以上

のお金になる、３００万円に手が届くんですよ。それを今まで使ってはいけないお金を使わ

れとったのにもかかわらず、ここで予算計上されとんのは１０５万円ですよね。その算定っ

ていうのは、どういうところから算定が出たんでしょうか。 

 それから、実際この公費と私費の徴収金の使い道というのは、県のほうが昨年３月に制定

されまして、新しく改定されまして、５月には一般のホームページにこれ載されて、誰でも

見れるような状態になってますが、現状今ここでも予算的につけられたんですけど、この井

原でも結構、高校も含めた中で結構な数あるのに、この１０５万円の算定というものをよく

教えていただけませんか。井原の中学校だけでそれを越えるぐらいの金額になってきとるん

ですよ。要は原理を教えていただければありがたいんですけど。どういう算定で、そういう

金額になったのかということ。 

教育次長（北村容子君）  先ほども申し上げましたように、本年１月にそれぞれの学校に

対して公費で支払うべきものと思われるものについて洗い出しをしてもらいました。調査を

いたしました。そういった中で、各学校から出てきたものが、先ほど申し上げた１０５万円

ということになろうかと思っておりますので、もうそれ以上調査、どのようにしたら逆にい

いのか。 

委員（藤原浩司君）  調査云々じゃなくして、じゃあもう腹を割って言わさせてもらいま

すけど、全然知り得ない修繕費とかは幾らあったかご存じですか、教育委員会が知り得ない
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修繕費があったことをご存じですか。 

教育次長（北村容子君）  存じ上げません。 

委員（藤原浩司君）  存じないでしょう、全然わかっとってないでしょう。井原の小学校

だけで３５万円、幼稚園だけで１８万円、これ２つだけですよ。これは全部親御さんが弁

償、弁償ということはないけど、親御さんが払ったんですよ。幼稚園のほうにも予算がな

い、小学校にも予算がない、使われとってんですよ。この金額を考えただけで、もう４０万

円超えてるじゃないですか。 

 幼稚園の安全面、不審者等々が入る安全面からしても、今の市長が教育次長のときにお願

いしとった塀が壊れて腐ったものを修繕するんでも１年かかってしていただけなかった。し

ていただけないから、じゃあ親御さんでせにゃいけんのんかということで相談がありまし

た。それはだめだと、公費だから使ってもらわにゃいけない。退職されて、次長、その当

時、あなたに私は電話しましたよね。予算がないからできませんと言われましたよね。その

ときに、私は予算がないからできないとかということ以前の問題で、子供の安全面をどう考

えとんなと、じゃそれを私費で直せというんかということで私激怒しましたよね。その後、

数分たって、３０分ほどたったらやりますって言われましたよね。それはご存じですよね。

それが幾らかかりましたか、そのお金が幾らですか、ご存じでしょう、発注されとってんで

すから。じゃあ、それに対して、ここにつけた中学校の４０万円にしても、幼稚園の２５万

円にしても、ありますか。 

 あなた方は、本当に子供の教育を何と考えとられるんですか。使ってはいけないお金を法

律違反をして使う、それが子供をちゃんと育てて教育する場の教育委員会ですか。おかしい

んじゃないですか。子供をふやす以前の問題じゃないですか、これは。 

 算定云々かんぬん言われるんであれば、学校の先生から聞き取りをするんじゃなくして、

親御さん一人一人から聞き取りをするんが一番いいんじゃないんですか。執行的に間に合わ

ない部分がたくさんありましょうから、安全面の観点からいつでも修理ができるような余剰

金というものはとっておかないといけないでしょう。これは一般企業でも同じ、一般の幼稚

園、保育園でも同じです。そういうことを求めてるんです。 

 ですから、この金額に対しては、おたくら教育委員会がそれしかつけられないというんで

あれば、私はＰＴＡのほうへ言って、２７年度、２８年度、２９年度井原中学校のＰＴＡ、

校費へ使われたものを請求をさせてもらいます。 

 以上です。 

教育次長（北村容子君）  先ほど来から藤原委員さんご指摘いただいておるんですけれど

も、各学校のＰＴＡというものは、あくまでも任意団体でございます。そうした中で、それ
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ぞれの規約等によりまして、自主的、民主的に行われておるものと認識いたしております。

そして、会員の総意により、あくまでも全てを決定されているものという解釈をしておりま

す。 

 そういった中で、学校教育法の第５条で申し上げますと、学校施設整備の管理に必要な経

費、それから教職員の人件費、それから３つ目、学習指導要領に基づく教育を行うための基

本的な教材設備に必要な経費、この３つは公費で賄わなければならないことになっておりま

す。それ以外のものにつきましては、先ほど来から申し上げておりますとおり、任意団体で

ありますＰＴＡ、そちらが総意をもって解決をするということになっているのではないかな

というふうにこちらは思っておるのですが、ちょっと先ほどらから藤原委員さんのほうから

ご指摘をいただいてはいるんですけれども、ちょっとその辺に誤解等が生じているのではな

いかなというふうに思っております。 

委員（藤原浩司君）  済いません、どこに誤解があるんでしょうか。学校教育法の中の５

条、あなたが認識されとるのと県が認識しとるのと比べてください。学校で使うトイレ、じ

ゃあトイレのものが壊れた、これはどこが直されるんですか。 

教育次長（北村容子君）  もちろん市です。 

委員（藤原浩司君）  学校の公費でやることが何千件あって、ＰＴＡのお金を使われとっ

てんですかということ、これは証拠がありますから、それの認識がどこが違うんですか。 

 岡山県の教育委員会、ここの教育委員会よりすごいですわ、はっきり言わさせてもらいま

すけど。その認識の中で、今言われた３件は公費で持つものだと言われました。本来は、ほ

とんどが公費なんです。その中で、要は絶対に使ってはいけないというものが３つあるんで

す。これ絶対に使ってはいけないものが３つあるのは、あなたが先ほど申されたことです。 

 ほかに対しても、全く親からの意向がないともらえないという、寄附が受けられないとい

う、受けてはならないということが書かれております。でも、ＰＴＡの保護者の皆さん、認

識されずにそのままお金を払われてる。これはどこに問題があるか、ＰＴＡ総会のときに逐

一小さい数字を報告しないがゆえにそうなるんです。これが隠れみのなんです。 

 じゃあ申しますが、どうして教頭先生、校長先生がＰＴＡ会費の通帳と判こを持たれて、

ＰＴＡ会長に見積もりも見せない、副会長にも当然見せない、そういった中で学校の公費、

私費を分ける中で、私費を使うんであれば、学校の公費と同じように入札制度なり、一番安

価な状態で保護者負担がないような形で買うのが当たり前です。その見積もりも見せない、

使った後に判こを押す、こういうやり方っていうのはどなたがお教えになっちゃったんです

か。 

教育次長（北村容子君）  先ほど来から申し上げましているとおりで、あくまでもＰＴＡ
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というものは任意団体でございます。なので、それはやはりその会員、教員も含めてです、

その総意のもとで行われていることなので、それを市のほうが違いますよということにはな

らないというふうに認識しております。 

委員（藤原浩司君）  そういうことなら、国の会計検査院のほうへ私のほうから届け出ま

す。 

 それと、実際は井原中学校、井原小学校で知り得た資料を全部まとめたものは、確実に弁

護士を入れて請求させてもらいますんで、以上です。 

 

〈なし〉 

 

〈第５５款 教育費中、第６０項社会教育費〉 

 

委員（多賀信祥君）  編成概要の新規事業で、ふるさと井原の未来を創るひとづくり事業

４００万円というのはどの項目になるのか、済いません、聞き漏らしていたのかですけど、

教えていただきたいと思います。 

生涯学習課長（三宅 誠君）  社会教育総務費の委託料、予算書の２４７ページ、２４８

ページですけれども、委託料の子ども・若者育成支援事業等委託料の４３０万円のうちに含

まれております。 

委員（多賀信祥君）  委託事業ということになるのか、また内訳をお教えいただきたいと

思います。 

生涯学習課長（三宅 誠君）  ２４７、２４８ページの委託料の子ども・若者育成新事業

等委託料ですけれども、この中に先ほど説明しましたみらいのひかりをつなげプロジェクト

事業の委託料と、ふるさと井原の未来を創るひとづくり事業の委託料が含まれておりまし

て、ふるさと井原の未来を創るひとづくり事業のほうが委託料４００万円、それから先ほど

のみらいのひかりをつなげプロジェクト事業のほうが３０万円でございます。 

委員（多賀信祥君）  どっかの団体に委託をして４００万円使うということでいいんでし

ょうか。 

生涯学習課長（三宅 誠君）  ４００万円は未来を創るひとづくり事業のほうなんですけ

れども、これはひとづくり実行委員会を立ち上げて、実行委員会のほうに委託する予定とし

ています。 

委員（多賀信祥君）  概算、内訳がわかれば教えてください。 

生涯学習課長（三宅 誠君）  委託事業の内容につきましては、まだちょっと内容を検討
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中ですので、細かい内訳というのはまだ決まっておりません。 

委員（多賀信祥君）  大きな枠取りということでいいんでしょうか。 

生涯学習課長（三宅 誠君）  はい、そのとおりです。 

委員（藤原浩司君）  ２３６、中学校建設費です。一般廃棄物収集運搬業務委託料とある

んですが、これはどういった経緯の委託でしょうか。 

委員長（宮地俊則君）  もう終わっとります。 

委員（藤原浩司君）  ほんならええです。あとは窓口に聞きます。 

委員（森本典夫君）  ２６３、６４、天文台費、公有財産購入費ということで、用地買収

費がこれだけありますが、場所的にはどのあたりになるのか、広さがどのぐらいなのか、そ

れからどのぐらいとめられるのか、教えてください。 

生涯学習課長（三宅 誠君）  天文台の駐車場の拡張整備ですけれども、場所としては現

在あります天文台の入り口駐車場の南側の土地を購入して駐車場を拡張する予定としていま

す。購入する予定の土地につきましては、面積が約２，０００平方メートル、駐車場台数に

つきましては、現在の駐車場が２６台なんですけれども、拡張する部分につきましては４４

台を予定をしていまして、全体で７０台の駐車を見込んでおります。 

 

〈なし〉 

 

〈第５５款 教育費中、第７０項保健体育費〉 

 

〈なし〉 

 

〈第６５款 公債費〉 

 

〈なし〉 

 

〈第７０款 諸支出金〉 

 

委員（山下憲雄君）  諸支出金ですが、水道公営企業費が５，３１７万円、病院が６億

１，９３０万１，０００円ということで、要するに今のお話のとおり特別会計のほうに一般

会計から移すわけですけども、これは今年度の決算は出ていないんですけども、また去年よ

り上がってますか、昨年度より。 
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財政課長（和田広志君）  諸支出金の公営企業費、水道と病院への繰り出しでございます

けれども、これはあくまでも３１年度におのおのが実施される事業費に対しての繰出金でご

ざいまして、３０年度の決算が直接関係するものではございません。 

 それから、予算の２７９ページの本年度予算と前年度予算の比較でありますように、水道

も病院についても増額でございます。 

委員（山下憲雄君）  ちょっと僕理解がないんですけれども、要するにずっと継続してい

ってますね、過去も現在もしていってる、継続、要するにこの支出をされてるわけですけど

も、これが今後上昇が見込めるのか、非常にこれは経常的なものであったら、一般会計を硬

直させていく可能性があるんじゃないかなと私は思ってるということで、ちょっとその辺お

考えを聞かせていただきたいと思います。 

財政課長（和田広志君）  これは先ほど説明いたしましたが、地方公営企業法の規定、そ

れから繰り出し基準で繰り出しを一般会計がしておるところでございます。ということで、

以前からも繰り出しはしておるのがまず一点と、それから今後のことにつきましては、これ

については今後のおのおのの事業会計の歳出の額によって、それに対しての２分の１であっ

たり、規定に基づいた繰り出しになりますんで、事業が多くなれば多くなりましょうし、も

し少なくなれば繰出金も少なくなるといったものでございます。 

委員（山下憲雄君）  それで、例えば今年度は昨年よりふえているわけですけども、今後

もふえる可能性が高いと見ておられますか、上昇すると思われますか。 

財政課長（和田広志君）  これにつきましては、まず各事業で建設改良等の大きな事業が

されることでありましたらふえるというこございますけれども、今３２年度以降の各企業会

計がどんなことが、歳出が大きなものがあるかまではちょっと今握っておりませんので、そ

ういったことからしました、増減については今のところでは確認はしておらないところでご

ざいます。 

委員（山下憲雄君）  総括でまたお伺いしたいと思っておるんですけども、要するに水道

利用者も減っていく、要するに需要が減っていく、設備は老朽化していく、病院においても

人口減とともにやっぱり患者は減っていくと――自然、普通にはですよ――というようなこ

とを考えますと、こういうふうに一般会計から移される、その基準に沿って移すわけですけ

ども、一方抱えてる部分のメンテナンス、維持管理を含めて事業というのは拡大、経費とい

うのは拡大するおそれがあるんじゃないかと私が思ってるわけですが、その辺がこの一般会

計の硬直化に影響を及ぼすんじゃないかなということを思っていますので、その辺のお考え

をちょっと聞きたいということで、今わからないということは、例えば過去も上がってます

から、来年も上がるのか、下がるのかというのは予測がつくんじゃないかなとは思うんです
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けども。 

総務部長（渡邊聡司君）  先ほど財政課長が基本的なことは申し上げたところなんですけ

ど、この繰り出しといいますのは、基本的に赤字繰り出しはしておりません。公営企業を運

営していく際に、本来でありますと利用料であったり、医療費の収入でもって全て賄うとい

うことなんですが、地方公共団体が行う事業というのは必ずしも利益が上がるというところ

になってないので、そこの基本的な部分については一般会計から負担を出して、そこで穴埋

めをして収支とんとんにしていきましょうという理屈のもとに公益業会計が成り立っており

ます。 

 そういった意味において、今後の見通しというのがどうなるかというのは非常に不透明な

ところではございますけど、先ほど財政課長が申し上げましたとおり、今後病院が例えば大

きな施設改修をすると、そこにおいて補助金であったり、あるいは起債でもって財源の手当

てをしてまいります。そういった際に、今度起債の償還をする際に市のほうから何％は市か

ら繰り出しをしなさいというふうな基準がございます。そういったことが起きてまいります

と、やはりその一般会計の負担というのは生じてまいりますけど、そういった経費につきま

しても、一般会計のほうでは、例えば普通交付税で財源が措置されているとか、そういった

こともございますので、これが人口減が直ちに一般会計に大きく響いてくるということには

なっておりませんけど、ただ、そういった企業努力というのは今後も引き続きやっていく必

要はあろうかというふうに考えております。 

委員（山下憲雄君）  理解いたしました、ありがとうございました。 

 

〈なし〉 

 

〈第８０款 予備費〉 

 

〈なし〉 

 

〈歳出全般〉 

 

委員（山下憲雄君）  ちょっと総括ということで、ちょっとご質問させていただきますけ

ども、井原市公共施設等総合管理計画、平成２９年３月に刊行されたものでありますが、こ

れを読ませていただいて、非常にここの橋、道路、公共施設等々の予算が出てまいりまし

た。これを読ませていただいとるんですけれども、この２３ページに、市のほうで出されて
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るわけですが、今後３０年間の更新費用は約１，９９０億円となって、１年間の平均が６６

億３，０００万円を大体見込んでるというふうに書いてございます。 

 要するに、きょうの説明の中で施設の長寿命化計画云々ということがたくさん出てまいり

ましたけども、ここの中にもそういうことを計画しながら、この庁内の横断的組織を図っ

て、計画進行を多面的、複合的、統廃合などを、要するに合理的な運用をしていきたいとい

うことが書かれておるんですが、この長寿命化計画、こういったものができ、それぞれの施

設ごとに、学校設備であるとか、でき上がってるのかどうかをまずお伺いしたいと思いま

す。 

総務部長（渡邊聡司君）  今つくっております公共施設総合管理計画につきましては、市

が持っている公共施設全般的な考え方のもとにつくっておりますが、ただこれまでにも

個々、具体に公営住宅でありますとか、今度来年度から学校施設、こういったものはその分

野ごとに整備といいますか、計画をつくってまいりますけど、そういったものがない分野が

ございます。例えば社会教育施設であったりとか、庁舎関係であったり、さまざまな分野が

ありますけど、そういった分野別に今度はこの長寿命化計画というものを立ててまいりま

す。これは個々計画を立てていくわけなんですけど、まだ予算化という面では新年度予算の

中には組み込まれておりませんけど、新年度になりまして外部委員さん等も交えながら、ど

ういった視点で取り組むかという基本構想といいますか、計画の指針となる部分を平成３１

年度から着手してまいりたいというふうに思っておりまして、その何年度にできるというの

は、その新年度の中で、計画する中でいつごろを目安に立てていくということも含めまし

て、３１年度に計画を着手していきたいというふうに思っております。 

委員（山下憲雄君）  その計画というのは、公表できるんでしょうか。 

総務部長（渡邊聡司君）  はい、公表してまいりたいと考えております。 

委員（山下憲雄君）  今回はある程度そういう長寿命化計画などに沿ってないけども、考

えられたものも多いということでしょうか。 

長寿命化計画、例えば県主の建物をリフォームしたとか、市営住宅をしたとか、学校云々

とかいろいろ話が出てまいりましたが、それはそういう長寿命化計画はないけれども、単年

度として計画したということの理解でよろしいでしょうか。 

総務部長（渡邊聡司君）  公営住宅につきましては、過去に長寿命化計画を策定いたして

おります。その計画に基づきまして、国庫補助金であったり、起債を借りながら、その財源

的な措置を得ながらやっております。これはそういった計画があるからこそ、そういった財

源的な措置があるわけでございまして、まずそういったものをにらんでやっていくというこ

とでございますが、ただそういった財源が全てについて回るかというと、決してそうではご
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ざいません、一般財源で対応しなければならないものもございますんで、そのあたりをしっ

かり見きわめながら今後の長寿命化計画の中に盛り込んでいきたいというふうに考えており

ます。 

委員（藤原浩司君）  全体的に通してですけど、監査委員からの報告の中にも私的流用で

あるとか、いろいろな事件、税務課の事件がありました。そのほかにも、教育委員会でも事

件がありました。その方も入られるときに、そこにおられる教育長も賛成して入れられたそ

うですが、とにかく今回は全体的な予算が災害復旧ということの大きな金額の中にいろいろ

な施策の金額が隠れたような状況で、よく見てみないとわからないんですけど、いろいろな

観点で門戸が開けてきたのかなということは明らかに、これは評価したいと思います。と、

プラス子育てのことに関しては、ああ、まだまだ門戸は閉まったままだなというような感じ

がしました。特に教育の観点においては、本当にこれでいいのかなというようなこともあり

ます。事件も踏まえた中で、今後さまざまな事件が起きないようにさらに一人一人が気をつ

けてやっていっていただければ、私は今回の予算は賛成したいなと思っておりますんで、厳

重に進めていっていただくようにお願いいたします。 

委員長（宮地俊則君）  まだ討論ではございません、総括質疑ですから。 

委員（藤原浩司君）  質疑です、これから質疑をするところです、一々とめないでくださ

い。 

 その中でも、特に教育委員会のことに関しては予算が要ります、子供の子育ての予算が要

りますんで、ぜひともこの予算をまだまだつけていただかなくてはなりませんが、今後子供

の子育てに関してどのような方向で教育委員会、それと税務のほうは税務課のほうが今後ど

のような形で進んでいくのか、この２点だけをお聞かせください。 

教育長（片山正樹君）  教育委員会につきましては、７次総合計画がございまして、伝統

文化が引き継がれ、郷土を愛する人づくりということに吸いついていけるようにこれから予

算等も含めお願いして、ハード面、ソフト面等も充実させていただければありがたいという

ふうに思っております。 

総務部長（渡邊聡司君）  本市の財政事情といいますのは、非常に依存財源に頼っている

という状況でございます。特に自主財源の根幹となります市税といいますのは、市全体の予

算の２割程度しかないという状況でございます。これは、一朝一夕にこの率をふやしていく

というのは非常に難しい面もございますけど、さまざまな施策を展開することによりまし

て、この率を若干でも引き上げて、強い財政基盤を今後も引き続いて目指してやっていきた

いというふうに考えております。 

委員（藤原浩司君）  最後にそれじゃあ一つ。 
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 財政調整基金のほうもかなりの額が崩されておるようですが、これはこれで投資でござい

ますので、次の翌年度、３２年度をにらんで、これをどういうふうに反映していくかという

ことをしっかり一般企業と同じように最低限の利益、利益というたらまたおかしいかもわか

りませんが、どのように使って、どのように回収するかということをさらに検討していただ

いて、前に進めて、井原市を守っていただきたいと思います。 

 

〈なし〉 

 

〈第４条 一時借入金〉 

 

〈なし〉 

 

〈第５条 歳出予算の流用〉 

 

〈なし〉 

 

〈一般会計全般についての総括質疑〉 

 

〈なし〉 

 

〈討論〉 

 

委員（三宅文雄君）  先ほど適応指導教室大山塾について、担当課からるる説明をいただ

きました。現在地のすぐそばの駐車場に塾を建設するということは、その建設地へその建物

を建てることは非常にリスクが高いと、安全性の面においても非常に、先ほど申しましたよ

うに土砂災害危険区域、イエローゾーンに一部入っているということもあり、また昨年の７

月豪雨において、近隣においてその土砂災害により死亡事故も発生したところも近いという

ことから、そこの現在地で予定されている計画については非常に危険が多いというふうに考

えます。よって、当然のことながら市民の理解は得られないものではないかなというふうに

思います。 

 それから、金額的にも１億２，０００万円余りの金額を投じての大きな工事となります。

現在地での適応指導教室大山塾については、建物が被害に遭って解体されたということは、
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現在地における塾としての使命はもう終えたのではないかなというふうに考えます。新たな

その施設を建設するなり、またその既存の施設を利用するに当たっては、ある程度の年数を

かけてやるべきではないかなというふうに考えます。このたびの大山塾の予算計上について

は凍結するということで、私は凍結すべきではないかなというふうに考えます。 

 

〈なし〉 

 

〈採決 原案可決〉 

 

委員長（宮地俊則君）  本日はこれで審査を終了いたします。 

 あすは午前１０時から開催いたしますので、ご出席をお願いいたします。 

 本日はこれをもって終了いたします。ご苦労さまでした。 


